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三重県水産業協同組合法施行規則 

（平成３０年５月１１日三重県規則第５８号） 

改正 平成３１年３月２９日三重県規則第２３号  

令和元年５月１７日三重県規則第３号  

令和２年１２月１日三重県規則第７０号  

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号。以下「法」という。）の施

行について、水産業協同組合法施行令（平成５年政令第３２８号。以下「政令」という。）、水産

業協同組合法施行規則（昭和５８年農林水産省令第４５号。以下「省令」という。）及び漁業協

同組合等の信用事業等に関する命令（平成５年大蔵省・農林水産省令第２号。以下「信用事業

命令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この規則において「組合」とは、漁業協同組合及び水産加工業協同組合（これらが県の

区域を超える区域を地区とするものを除く。）並びに漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組

合連合会（これらが県の区域又はその区域を超える区域を地区とするものを除く。）をいう。 

２ この規則において「生産組合」とは、県内に主たる事務所を有する漁業生産組合をいう。 

３ この規則において「出資組合」とは、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせる組

合をいう。 

４ この規則において「組合員」とは、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の組合員並びに漁

業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会の会員をいう。 

５ この規則において「生産組合員」とは、漁業生産組合の組合員をいう。 

６ この規則において「総会等」とは、総会及び総代会をいう。 

７ この規則において「資源管理事業」とは、法第１１条第１項第１号の事業（この事業に附帯

する事業を含む。）又は法第８７条第１項第１号の事業（この事業に附帯する事業を含む。）を

いう。 

８ この規則において「信用事業」とは、法第１１条第１項第３号及び第４号の事業（これらの

事業に附帯する事業を含む。）、法第８７条第１項第３号及び第４号の事業（これらの事業に附

帯する事業を含む。）、法第９３条第１項第１号及び第２号の事業（これらの事業に附帯する事

業を含む。）又は法第９７条第１項第１号及び第２号の事業（これらの事業に附帯する事業を含

む。）をいう。 

９ この規則において「共済事業」とは、法第１１条第１項第１２号の事業（この事業に附帯す

る事業を含む。）又は法第９３条第１項第６号の２の事業（この事業に附帯する事業を含む。）

をいう。 

 

（設立認可申請） 

第３条 発起人は、法第６３条１１項（法第９２条第４項、第９６条第４項及び第１００条第４

項において準用する場合を含む。）の規定により、組合の設立の認可を受けようとするときは、

申請書に次に掲げる書類を添えて、創立総会の終了後遅滞なく、知事に申請しなければならな

い。 

（１）理由書 

（２）定款（定款附属書漁業協同組合役員選挙（選任）規程、定款附属書組合員資格審査規程

等必要な規程を含む。） 

（３）事業計画書 

（４）設立経過報告書 

（５）法第５９条（法第９６条第４項において準用する場合を含む。）、第９０条及び第９９条

に規定する発起人会の開催に関する書類（発起人名簿及び発起人会の開催を証する書類） 
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（６）法第６０条（法第９２条第４項、第９６条第４項及び第１００条第４項において準用す

る場合を含む。）に規定する設立準備会の開催手続に関する書類（設立目論見書及び設立準

備会公告の写し） 

（７）法第６１条（法第９２条第４項、第９６条第４項及び第１００条第４項において準用す

る場合を含む。）に規定する設立準備会の開催に関する書類（定款作成委員名簿及び設立準

備会の議事録の写し） 

（８）法第６２条（法第９２条第４項、第９６条第４項及び第１００条第４項において準用す

る場合を含む。）に規定する創立総会の開催に関する書類（創立総会の開催公告の写し及び

創立総会の議事録謄本） 

（９）役員選挙録謄本及び役員就任承諾書の写し 

（１０）その他必要な書類（組合員たる資格を有する者の設立同意書等） 

２ 発起人は、漁業協同組合の設立とともに、漁業及びこれに附帯する事業を営もうとするとき

は、第５条第４項各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

 

（設立登記の完了の届出） 

第４条 組合は、組合等登記令（昭和３９年政令第２９号。以下「登記令」という。）第２条の規

定による登記を完了したときは、届出書に登記事項証明書を添えて、２週間以内に、知事に届

け出なければならない。 

 

（定款変更の認可申請等） 

第５条 組合は、法第４８条第２項（法第９２条第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項

において準用する場合を含む。）の規定により、定款変更（第５項の規定による届出に係るもの

を除く。）の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しな

ければならない。 

（１）変更理由書 

（２）変更条文の新旧対照表 

（３）定款の変更を決議した総会等の議事録謄本 

（４）事業計画書（事業の追加又は廃止、出資１口の金額の増減等組合経営に関係する定款変

更の場合に限る。） 

２ 出資組合は、出資１口の金額を増加しようとする定款変更の認可を受けようとするときは、

前項各号に掲げる書類のほか、全組合員の同意があったことを証する書類を添付しなければな

らない。 

３ 出資組合は、出資１口の金額を減少しようとする定款変更の認可を受けようとするときは、

第１項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）法第５３条第２項第２号に規定する当該出資組合の計算書類 

（２）法第５３条並びに第５４条第１項及び第２項（法第９２条第３項、第９６条第３項及び

第１００条第３項において準用する場合を含む。）の規定による手続を完了したことを証す

る書類 

４ 漁業協同組合は、新たに漁業及びこれに附帯する事業を営もうとする定款変更の認可を受け

ようとするときは、第１項に掲げる書類のほか、法第１７条の規定に基づき、次に掲げる書類

を添付しなければならない。 

（１）漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の３分の１以上が組合員又は組合員と世

帯を同じくする者であることを証する書類 

（２）組合員の３分の２以上の書面による同意（法第１７条第３項に規定する電磁的方法によ

る同意を含む。）を得たことを証する書類 

５ 組合は、法第４８条第４項（法第９２条第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により、次に掲げる事項に係る定款変更をしたときは、届出

書に変更後の定款のほか、第１項第１号に掲げる書類を添えて、遅滞なく、知事に届け出なけ

ればならない。 

（１）主たる事務所又は従たる事務所の所在地の名称の変更 
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（２）関係法令の改正（条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないもの

に限る。）に伴う規定の整理 

６ 組合は、定款変更の認可を受けたときは、変更後の定款を提出書に添えて、知事に提出しな

ければならない。 

 

（通常総会又は通常総代会の開催延期の届出） 

第６条 組合は、法第４７条又は第５２条第６項において準用する第４７条（これらの規定を法

第９２条第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項において準用する場合を含む。）の規定

による通常総会又は通常総代会の招集が、定款に規定する期間内に不可能となったときには、

届出書にその理由及び開催予定日を記載した書類を添えて、知事に届け出なければならない。 

 

（総会等の延期又は続行の届出） 

第７条 組合は、法第５０条の３（法第９２条第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項に

おいて準用する場合を含む。）又は第５２条第６項において準用する第５０条の３（法第９２条

第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項において準用する場合を含む。）の規定による総

会等において、総会等の延期又は続行の決議をしたときは、届出書に決議をした理由を記載し

た書類及び総会議事録謄本を添えて、知事に届け出なければならない。 

２ 前項の規定は、総会の部会について準用する。 

 

（決議事項の届出） 

第８条 組合は、総会等において、次に掲げる事項を決議したときは、届出書にその議事録謄本

及び議案内容が分かる書類を添えて、２週間以内に、知事に届け出なければならない。 

（１）定款の変更 

（２）規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止 

（３）毎事業年度の事業計画の設定及び変更 

（４）経費の賦課及び徴収の方法 

（５）次に掲げる事業の譲渡等に係る事項 

イ 事業の全部の譲渡 

ロ 信用事業、法第１１条第１項第５号若しくは第７号の事業（これに附帯する事業を含

む。）又は共済事業の全部若しくは一部の譲渡 

ハ 共済契約の全部又は一部の移転（その一部の移転にあっては、責任準備金の算出の基

礎が同じである共済契約の全部を包括して移転するものに限る。） 

（６）事業報告、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案並びに注

記表 

（７）毎事業年度内における借入金の最高限度 

（８）毎事業年度内における理事及び監事の報酬（定款に記載する場合は除く。） 

（９）役員の組合に対する損害賠償責任の減免並びに理事及び監事の退職慰労金 

（１０）漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更 

（１１）漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止 

（１２）漁業権又はこれに関する物権に関する不服申立て、訴訟の提起又は和解 

（１３）育成水面の設定、変更及び廃止 

（１４）育成水面利用規則の制定、変更及び廃止 

（１５）漁業協同組合連合会その他の団体の設立の発起人となり、それらの団体へ加入し、又

はそれらの団体から脱退すること。 

（１６）組合の事業を行うため必要がある場合において、会社の株式を取得し、又は団体（漁

業協同組合連合会、全国共済水産業協同組合連合会、農林中央金庫、漁業信用基金協会及

び漁業共済組合を除く。）に対して出資若しくは出えんをすること。 

（１７）組合員の除名 

（１８）余裕金を預け入れる銀行、余裕金をもって取得する農林中央金庫が発行する債券以外

の金融債券並びに債券、金銭信託及び受益証券の種類 
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（１９）総会の部会の設置 

 

（資源管理規程の設定又は変更の認可申請等） 

第９条 組合（水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会を除く。以下この条において

同じ。）は、法第１１条の３第１項（法第９２条第１項において準用する場合を含む。）の規定

により、資源管理規程の認可又は変更の認可を受けようとするときは、申請書に資源管理規程

のほか、次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。 

（１）資源管理規程の設定又は変更の理由を記載した書類 

（２）資源管理規程の設定又は変更を決議した総会等の議事録謄本 

（３）資源管理規程の対象となる水面において当該規程の対象となる漁業を営む組合員の３分

の２以上の書面による同意（法第１１条の３第４項に規定する電磁的方法による同意を含

む。）を得たことを証する書類 

（４）海洋水産資源開発促進法（昭和４６年法律第６０号）第１３条第１項の資源管理協定又

は漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１０５条の漁業権行使規則若しくは入漁権行使

規則が組合に存するときは、資源管理規程が当該資源管理協定又は漁業権行使規則若しく

は入漁権行使規則に従った内容のものであることを証する書類 

２ 資源管理事業を行う組合は、資源管理規程の変更の認可を受けようとするときは、前項各号

に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）変更条文の新旧対照表 

（２）資源管理規程に記載された資源管理規程を変更する場合の手続に従って行われたことを

証する書類 

３ 資源管理事業を行う組合は、政令第３条第３項の規定により、資源管理規程を廃止したとき

は、届出書に次に掲げる書類を添えて、遅滞なく、知事に届け出なければならない。 

（１）資源管理規程の廃止の理由を記載した書類 

（２）資源管理規程の廃止を決議した総会等の議事録謄本 

（３）資源管理規程に記載された資源管理規程を廃止する場合の手続に従って行われたことを

証する書類 

 

（信用事業規程の設定、変更又は廃止の認可申請等） 

第１０条 組合は、法第１１条の５第１項（法第９２条第１項、第９６条第１項及び第１００条

第１項において準用する場合を含む。）の規定により、信用事業規程の認可を受けようとすると

きは、申請書に信用事業規程のほか、次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならな

い。 

（１）信用事業規程の設定の理由を記載した書類 

（２）信用事業規程の設定を決議した総会等の議事録謄本 

２ 信用事業を行う組合は、法第１１条の５第３項（法第９２条第１項、第９６条第１項及び第

１００条第１項において準用する場合を含む。）の規定により、信用事業規程の変更又は廃止の

認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければなら

ない。 

（１）信用事業規程の変更又は廃止の理由を記載した書類 

（２）信用事業規程の変更又は廃止を決議した総会等の議事録謄本 

（３）信用事業規程の変更にあっては、変更条文の新旧対照表 

３ 信用事業を行う組合は、法第１１条の５第４項（法第９２条第１項、第９６条第１項及び第

１００条第１項において準用する場合を含む。）の規定により、次に掲げる理由による信用事業

規程の変更をしたときは、届出書に変更した信用事業規程のほか前項第１号に掲げる書類を添

えて、遅滞なく、知事に届け出なければならない。 

（１）法第１１条の６（法第９２条第１項、第９６条第１項及び第１００条第１項において準

用する場合を含む。）の規定による認可を受けて行う外国銀行代理事業に係る事項 

（２）関係法令の改正（条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないもの

に限る。）に伴う規定の整理 
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４ 信用事業を行う組合は、信用事業命令第５条第４項の規定により、信用事業方法書の設定、

変更及び廃止をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添えて、知事に届け出なけれ

ばならない。 

（１）信用事業方法書 

（２）信用事業方法書の変更にあっては、新旧対照表 

（３）当該方法書の設定、変更又は廃止を決議した理事会の議事録抄本 

 

（地方公共団体等に対する貸付けの最高限度の認可申請） 

第１１条 信用事業を行う組合は、法第１１条の７（法第９２条第１項、第９６条第１項及び第

１００条第１項において準用する場合を含む。）の規定により、組合員及び他の組合の組合員以

外の者に対する貸付けの総額の最高限度の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる

書類を添えて、知事に申請しなければならない。 

（１）理由書 

（２）理事会の議事録抄本 

（３）法第１１条第１０項に規定する資金の種類、貸付先及び貸付額を記載した書類 

 

（信用供与等限度額を超える信用供与等の特例の承認申請） 

第１２条 信用事業を行う組合は、法第１１条の１４第１項ただし書又は同条第２項において準

用する同条第１項ただし書（これらの規定を法第９２条第１項、第９６条第１項及び第１００

条第１項において準用する場合を含む。）の規定により、同一人に対する信用供与等限度額の超

過についての承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に申請し

なければならない。 

（１）理事会の議事録抄本 

（２）理由書 

（３）信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書類 

（４）信用の供与等を受ける者の金融機関別の借入金残高及びその占有率の推移について記載

した書類 

（５）信用供与等限度額の超過を解消するための組合の方針を記載した書類 

 

（役員等の兼職又は兼業の認可申請） 

第１３条 信用事業を行う組合の代表理事、常務役員及び参事（以下「役員等」という。）は、法

第３４条の５第１項ただし書（法第９２条第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により、役員等の兼職又は兼業の認可を受けようとするとき

は、申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。 

（１）理由書 

（２）履歴書 

（３）組合における常務の処理方法及び勤務状況を記載した書類 

２ 役員等が、他の組合又は法人の常務に従事しようとするときは、前項各号に掲げる書類のほ

か、他の組合又は法人に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）常務の処理方法及び組合との取引その他の関係を記載した書類 

（２）定款 

（３）最終の業務報告書又は事業報告書 

（４）貸借対照表及び損益計算書 

（５）剰余金（利益）処分計算書又は損失金（損失）処理計算書 

（６）その他最近における業務、財産及び損益の状況がわかる書類 

３ 役員等が、現在営んでいる事業（漁業を含む。次項において同じ。）を継続して営もうとする

ときは、第１項各号及び前項第６号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければな

らない。 

（１）現在営んでいる事業の種類及び方法 

（２）申請の日から起算して１年間における取引及び収支の予想を記載した書類 
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４ 役員等が、事業を新たに営もうとするときは、第１項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる

書類を添付しなければならない。 

（１）新たに営もうとする事業の種類及び方法 

（２）事業開始後１年間における取引及び収支の予想を記載した書類 

 

（共済規程の設定、変更又は廃止の認可申請等） 

第１４条 組合（漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会を除く。以下この条におい

て同じ。）は、法第１５条の２第１項（法第９６条第１項において準用する場合を含む。）の規

定により、共済規程の認可を受けようとするときは、申請書に共済規程のほか、次に掲げる書

類を添えて、知事に申請しなければならない。 

（１）共済規程の設定の理由を記載した書類 

（２）共済規程の設定を決議した総会等の議事録謄本 

２ 共済事業を行う組合は、法第１５条の２第２項（法第９６条第１項において準用する場合を

含む。）の規定により、共済規程の変更（次項の規定による届出に係るものを除く。）又は廃止

の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければな

らない。 

（１）共済規程の変更又は廃止の理由を記載した書類 

（２）共済規程の変更又は廃止を決議した総会等の議事録謄本。ただし、法第４８条第５項（法

第９６条第３項において準用する場合を含む。）の規定による次の事項に係る共済規程の変

更については、変更を決議した理事会の議事録抄本 

イ 省令第１２条第１項第１号に掲げる事項（事業の実施方法に関する事項）に係る技術

的事項の設定又は変更 

ロ 省令第１２条第１項第２号及び第３号に掲げる事項（共済契約に関する事項）の設定

又は変更 

（３）共済規程の変更にあっては、変更条文の新旧対照表 

（４）共済規程の廃止にあっては、現に締結している共済契約の取扱方針を記載した書類 

３ 共済事業を行う組合は、法第１５条の２第３項（法第９６条第１項において準用する場合を

含む。）の規定により、関係法令の改正（条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更

を伴わないものに限る。）に伴う規定の整理に係る共済規程の変更をしたときは、届出書に変更

した共済規程のほか、前項第１号に掲げる書類を添えて、遅滞なく、知事に届けなければなら

ない。 

 

（特定関係者との取引等の特例承認申請） 

第１５条 信用事業又は共済事業を行う組合は、法第１１条の１５ただし書（法第９２条第１項、

第９６条第１項及び第１００条第１項において準用する場合を含む。）の規定により、特定関係

者（法第１１条の１０第３号の「特定関係者」をいう。以下この条において同じ。）との取引等

の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければな

らない。 

（１）理由書 

（２）特定関係者の概要、収支状況等の財務状況及び主要株主等の構成を記載した書類 

（３）特定関係者となる理由を記載した書類 

（４）当該特定関係者との取引内容 

 

（基準議決権数を超える議決権の取得等に係る承認申請） 

第１６条 信用事業又は共済事業を行う組合は、法第１７条の１５第２項ただし書（法第８７条

の３第２項、第９６条第１項及び第１００条第１項において準用する第８７条の３第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定により、基準議決権数を超える議決権の取得又は保有につい

て、承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければ

ならない。 

（１）理由書 
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（２）当該承認に係る国内の会社の概要及び収支状況等の財務状況を記載した書類 

（３）総株主等の議決権及び保有議決権数の状況を記載した書類 

（４）当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有

することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類 

 

（縦覧書類の縦覧開始の延期に係る承認申請） 

第１７条 信用事業又は共済事業を行う組合（信用事業を行わない共同事業組合を除く。）は、信

用事業命令第４９条第３項の規定により、同条第１項に規定する期間内に法第５８条の３第１

項又は第２項の規定により作成した書類の縦覧を開始できない場合に縦覧開始の延期の承認を

受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、あらかじめ知事に

申請しなければならない。 

（１）期間内に縦覧を開始できない理由 

（２）縦覧を開始すべき年月日 

（３）縦覧開始の予定年月日 

 

（漁業経営の廃止についての届出） 

第１８条 漁業協同組合は、法第１７条第４項の規定により、漁業及びこれに附帯する事業を廃

止したときは、届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、遅滞なく、知事に届け出な

ければならない。 

（１）廃止した漁業種類 

（２）廃止した日 

（３）定款の変更の予定 

 

（信用事業の全部又は一部の譲渡の認可申請等） 

第１９条 信用事業を行う組合は、法第５４条の２第３項（法第９２条第３項、第９６条第３項

及び第１００条第３項において準用する場合を含む。）の規定により、信用事業の全部又は一部

の譲渡の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて知事に申請しなけれ

ばならない。 

（１）信用事業の全部又は一部の譲渡の理由書 

（２）信用事業の全部又は一部の譲渡を決議した総会の議事録謄本 

（３）信用事業の全部又は一部の譲渡の契約書の写し 

（４）法第５４条の２第６項において準用する法第５３条第２項第２号に規定する出資組合の

計算書類 

（５）法第５４条の２第６項において読み替えて準用する法第５３条第２項又は法第５４条の

２第６項において準用する法第５３条第３項並びに第５４条第１項及び第２項の規定によ

る手続を経たことを証する書類 

２ 組合は、法第５４条の２第７項（法第９２条第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項

において準用する場合を含む。）の規定により、信用事業の全部の譲渡をしたときは、届出書に

次に掲げる書類を添えて、遅滞なく、知事に届け出なければならない。 

（１）法第５４条の２第４項の公告の写し 

（２）定款の変更の予定を記載した書類 

 

（共済事業の譲渡等の届出） 

第２０条 共済事業を行う組合は、法第５４条の４第４項（法第９６条第３項において準用する

場合を含む。）において準用する法第５４条の２第７項の規定により、共済事業の全部の譲渡又

は共済契約の全部を移転したときは、届出書に次に掲げる書類を添えて、遅滞なく、知事に届

け出なければならない。 

（１）共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転の理由書 

（２）共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転を決議した総会の議事録謄本 

（３）共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転の契約書の写し 
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（４）法第５４条の４第３項において準用する法第５３条第２項第２号に規定する出資組合の

計算書類 

（５）法第５４条の４第３項において読み替えて準用する法第５３条第２項又は法第５４条の

４第３項において準用する法第５３条第３項並びに第５４条第１項及び第２項の規定によ

る手続を経たことを証する書類 

 

（業務報告書の提出） 

第２１条 組合は、法第５８条の２第１項及び第２項（これらの規定を法第９２条第３項、第９

６条第３項及び第１００条第３項において準用する場合を含む。）の規定により、提出書に業務

報告書を添えて、決算に係る総会等の終了後２週間以内に、知事に提出しなければならない。 

２ 組合は、省令第２０５条第８項の規定により、前項の期間内に業務報告書の提出をすること

ができない場合に提出期間の延期の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を

記載した書類を添えて、知事に申請しなければならない。 

（１）期間内に提出できない理由 

（２）総会等の年月日 

（３）提出予定年月日 

 

（事業計画書の提出） 

第２２条 組合は、省令第２２５条第１項の規定により、提出書に事業計画書を添えて、当該事

業計画の決議に係る総会等の終了後２週間以内に、知事に提出しなければならない。 

２ 組合は、省令第２２５条第４項の規定により、前項の期間内に事業計画書の提出をすること

ができない場合に提出期間の延期の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を

記載した書類を添えて、知事に申請しなければならない。 

（１）期間内に提出できない理由 

（２）総会等の年月日 

（３）提出予定年月日 

 

（子会社の届出等） 

第２３条 信用事業又は共済事業を行う組合は、法第１２６条第３号の規定により、子会社対象

会社を子会社としようとするとき又は同条第６号の規定により、認可対象会社を除く法第８７

条の２第１項第５号から第６号の２まで（法第１００条第１項において準用する場合を含む。）

に掲げる会社を子会社としようとするときは、届出書に子会社に係る次に掲げる書類を添えて、

あらかじめ知事に届け出なければならない。 

（１）理由書 

（２）名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の内容を記載した書類 

（３）資本金、従業員の数その他規模がわかる書類 

（４）最近における業務、財産及び損益の状況がわかる書類 

（５）役員（役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。）の役職名及び氏名を記

載した書類 

（６）主要株主等の構成（総株主の議決権に対する割合を含む。）がわかる書類 

（７）組合の保有議決権数（総株主の議決権に対する割合を含む。）がわかる書類 

（８）組合及び子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書（損失金処理計

算書）又は株主資本等変動計算書 

（９）届出後における組合及び子会社の収支の見込みを記載した書類 

（１０）届出後における組合及び子会社の連結自己資本比率の見込みを記載した書類（信用事

業を行う場合に限る。） 

（１１）届出に係る子会社対象会社又は認可対象会社を子会社にすることにより、組合及び子

会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合に

は、その国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類 

２ 信用事業又は共済事業を行う組合は、法第１２６条第４号の規定により、子会社対象会社に
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該当する子会社が子会社でなくなったとき又は同条第７号の規定により、子会社が子会社でな

くなったときは、届出書に次に掲げる書類を添えて、２週間以内に、知事に届け出なければな

らない。 

（１）理由書（事実の発生した期日を含む。） 

（２）子会社の名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の内容を記載した書類 

（３）子会社でなくなった事実がわかる書類 

３ 信用事業又は共済事業を行う組合は、法第１２６条第５号の規定により、子会社対象会社に

該当する子会社が子会社対象会社に該当しない子会社となったとき又は同条第８号の規定によ

り、認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となったときは、届出

書に次に掲げる書類を添えて、２週間以内に、知事に届け出なければならない。 

（１）理由書（事実の発生した期日を含む。） 

（２）子会社の名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の内容を記載した書類 

（３）子会社対象会社又は認可対象会社に該当しない子会社となった事実がわかる書類 

４ 信用事業又は共済事業を行う組合は、法第１２６条第１２号の規定により、省令第２２４条

第１項各号（第２１号に規定する場合を除く。）又は信用事業命令第５１条第１項各号（第１６

号に規定する場合を除く。）に規定する場合に該当するときは、届出書に理由書（事実の発生し

た期日を含む。）を添えて、２週間以内に、知事に届け出なければならない。 

５ 組合は、法第５８条の２第２項に規定する組合及び子会社の業務及び財産の状況を連結して

記載した業務報告書を作成する場合において、法第１１条の８第２項の子会社、省令第７条第

２項の子法人等及び同条第３項の関連法人等（以下この項において「子会社等」という。）があ

るときは、財務及び管理の状況に係る報告書を毎年７月末日までに知事に報告しなければなら

ない。ただし、新たに設立された子会社等（合併又は分割により設立された子会社等を含む。）

の場合は、当該子会社等に係る第１項第２号から第７号までに掲げる書類のほか、次に掲げる

書類を添えて、知事に報告しなければならない。 

（１）定款 

（２）事業計画 

（３）設立年月日及び設立等の理由を記載した書類 

 

（不祥事件発生の届出） 

第２４条 組合は、法第１２６条第１２号の規定により、省令第２２４条第４項又は信用事業命

令第５１条第３項に規定する不祥事件が発生したことを知ったときは、届出書に当該不祥事件

の概要を添えて、１月以内に知事に届け出なければならない。 

 

（役員の就任等の届出） 

第２５条 組合は、役員を選挙又は選任（改選を含む。）したときは、次に掲げる事項を記載した

届出書に役員選挙録謄本又は役員選任に係る総会議事録抄本を添えて、２週間以内に、知事に

届け出なければならない。 

（１）役員の役職名、氏名、生年月日、住所及び略歴（新任、再任の別を含む。） 

（２）法第３４条第１０項（法第９２条第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項におい

て準用する場合を含む。）に規定する組合員である資格事項 

（３）役員の就任年月日 

２ 組合は、死亡、辞任等により役員に変更が生じたときは、次に掲げる事項を記載した届出書

に役員選挙録謄本又は役員選任に係る総会議事録抄本を添えて、２週間以内に、知事に届け出

なければならない。なお、代表理事組合長の変更にあっては、理事会議事録抄本を添付しなけ

ればならない。 

（１）変更となる役員に係る役職名及び氏名並びに変更の理由及びその年月日 

（２）新たに就任する役員に係る前項第１号から第３号までに規定する事項 

３ 組合は、死亡、辞任等により役員が退任したことによって生じた欠員を補充しないときは、

次に掲げる事項を記載した届出書を、２週間以内に、知事に届け出なければならない。 

（１）退任となる役員の役職名、氏名、退任の理由及びその年月日 
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（２）欠員を補充しない理由 

 

（参事及び会計主任に関する届出） 

第２６条 組合は、参事又は会計主任を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載し

た届出書に理事会議事録謄本を添えて、２週間以内に、知事に届け出なければならない。 

（１）参事又は会計主任の氏名及び住所 

（２）就任又は解任の年月日 

（３）担任事項及び組合における略歴 

 

（監査結果の届出） 

第２７条 監事は、組合の定款又は規約の規定による組合の業務又は財産の状況を監査したとき

は、届出書に監査報告書の写しを添えて、監査終了後２週間以内に、知事に届け出なければな

らない。 

 

（諸届） 

第２８条 組合は、次に掲げる事由が発生したとき又はその事実を知ったときは、２週間以内に、

知事に届け出なければならない。 

（１）法第３９条の４第１項（法第９２条第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項にお

いて準用する場合を含む。）において準用する会社法（平成１７年法律第８６号）第３６０

条第１項の規定により、組合員が組合のために理事の行為の差止めを請求したとき。 

（２）法第３９条の５第５項（法第９２条第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項にお

いて準用する場合を含む。）において準用する会社法第３８５条第１項の規定により、監事

が理事の行為の差止めを請求したとき。 

（３）法第４２条第１項（法第９２条第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項において

準用する場合を含む。）の規定により、組合員から役員改選の請求を受けたとき。 

（４）法第４４条（法第９２条第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項において準用す

る場合を含む。）において準用する会社法第８４７条第１項の規定により、組合員が組合に

対し理事の責任を追及する訴えの提起を請求したとき。 

（５）法第４４条（法第９２条第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項において準用す

る場合を含む。）において準用する会社法第８４７条第３項の規定により、組合員が組合の

ために理事の責任を追及する訴えを提起したとき。 

（６）法第４６条第１項（法第９２条第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項において

準用する場合を含む。）の規定により、組合員から参事又は会計主任の解任の請求を受けた

とき。 

（７）法第４７条の２第２項（法第９２条第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項にお

いて準用する場合を含む。）又は法第５２条第６項において準用する法第４７条の２第２項

（法第９２条第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項において準用する場合を含む。）

の規定により、組合員から総会等の招集の請求を受けたとき。 

（８）法第５１条（法第９２条第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項において準用す

る場合を含む。）において準用する会社法第８３０条の規定により、総会等の決議の不存在

又は無効の確認の訴えを提起されたとき。 

（９）法第５１条（法第９２条第３項、第９６条第３項及び第１００条第３項において準用す

る場合を含む。）において準用する会社法第８３１条第１項の規定により、組合員、理事、

監事又は清算人が、総会等の決議の取消しの訴えを提起したとき。 

（１０）組合が破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項の規定による破産手続開始

の申立てをしたとき、組合の理事若しくは清算人が同法第１９条第４項において準用する

同条第１項及び第２項の規定による破産手続開始の申立てをしたとき。 

（１１）破産法第３０条第１項の規定による破産手続開始の決定を受けたとき（組合が解散す

る場合を除く。）。 

２ 前項の届出をするときは、届出書に次に掲げる書類を添えて、これをしなければならない。 
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（１）前項第１号、第２号、第５号、第８号及び第９号に規定する場合においては、差止めの

請求又は訴えの提起に至る経過を記載した書類 

（２）前項第３号、第６号及び第７号に規定する場合 

イ 請求書の写し 

ロ 請求に対する措置方針 

ハ 請求日並びに請求日現在における組合員（准組合員を除く。）の総数及び請求に同意し

た組合員（准組合員を除く。）の数を記載した書類 

（３）前項第４号に規定する場合 

イ 請求書の写し 

ロ 請求に対する措置方針 

（４）前項第１０号に規定する場合 

イ 破産手続開始申立書、陳述書、債権者一覧表その他の破産手続開始関係書類の写し 

ロ 財産目録及び貸借対照表（非出資組合にあっては、財産目録） 

ハ 裁判所の受領書の写し 

（５）前項第１１号に規定する場合 

イ 破産手続開始の決定を受けた年月日及びその経過の概要を記載した書類 

ロ イに規定する日における財産目録及び貸借対照表（非出資組合にあっては、財産目録） 

ハ 破産手続開始決定通知書等の写し 

 

（一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会等の招集請求） 

第２９条 組合員その他の利害関係人は、法第４３条第１項（法第９２条第３項、第９６条第３

項及び第１００条第３項において準用する場合を含む。）の規定により、一時役員の職務を行う

べき者の選任又は役員を選挙若しくは選任するための総会等の招集を請求しようとするときは、

請求書のほか、次に掲げる書類を添えて、知事にこれをしなければならない。 

（１）一時役員の職務を行うべき者の選任又は役員を選挙若しくは選任するための総会等の招

集を請求するに至った経過、損害を生ずるおそれのある理由その他組合の現況を具体的に

記載した書類 

（２）請求者が利害関係人であることを証する書類 

（３）請求者が複数であるときは、請求者名簿 

２ 組合員その他の利害関係人は、法第４３条第３項（第９２条第３項、第９６条第３項及び第

１００条第３項において準用する場合を含む。）の規定により、一時代表理事の職務を行うべき

者の選任を請求しようとするときは、請求書のほか、前項各号に掲げる書類を添えて、知事に

これをしなければならない。 

 

（業務又は会計状況の検査の請求） 

第３０条 組合員が、法第１２３条第１項の規定により、組合の業務又は会計の検査を請求しよ

うとするときは、請求書のほか、次に掲げる書類を添えて、知事にこれをしなければならない。 

（１）請求理由書 

（２）同意者名簿 

（３）請求日現在における組合員の総数に対する同意する組合員の数の割合を記載した書類 

 

（決議、選挙又は当選の取消しの請求） 

第３１条 組合員が、法第１２５条第１項（同条第２項及び第５２条第６項において準用する場

合を含む。）の規定により、総会等における決議、選挙又は当選の取消しを請求しようとすると

きは、請求書のほか、次に掲げる書類を添えて、知事にこれをしなければならない。 

（１）請求理由書 

（２）同意者名簿 

（３）請求日現在における組合員（准組合員を除く。）の総数に対する同意する組合員（准組合

員を除く。）の数の割合を記載した書類 
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（解散の認可申請） 

第３２条 信用事業を行う組合又は共済事業を行う組合（漁業協同組合連合会及び水産加工業協

同組合連合会を除く。）は、法第６８条第２項（法第９６条第５項において準用する場合を含む。）

又は法第９１条第２項（法第１００条第５項において準用する場合を含む。）の規定により、解

散の決議の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しな

ければならない。 

（１）解散理由書 

（２）解散を決議した総会の議事録謄本 

（３）清算人名簿 

（４）最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 

 

（解散の届出） 

第３３条 組合（前条の組合を除く。）は、法第６８条第４項（法第９６条第５項において準用す

る場合を含む。）又は法第９１条第４項（法第１００条第５項において準用する場合を含む。）

の規定により、解散したときは、届出書に次に掲げる書類を添えて、遅滞なく、知事に届け出

なければならない。 

（１）登記事項証明書 

（２）総会の決議によって解散をした場合にあっては、解散を決議した総会の議事録謄本 

（３）総会の決議によって解散をした場合にあっては、最近の財産目録、貸借対照表及び損益

計算書（非出資組合にあっては、財産目録） 

（４）総会の決議又は存続時期の満了によって解散をした場合にあっては、清算人名簿 

（５）破産手続開始の決定又は存続時期の満了によって解散をした場合にあっては、当該事由

となった年月日及び経過の概要を記載した書類 

（６）破産手続開始の決定又は存続時期の満了によって解散をした場合にあっては、第５号に

規定する日における財産目録及び貸借対照表（非出資組合にあっては、財産目録） 

（７）破産手続開始の決定によって解散をした場合にあっては、破産手続開始決定通知書等の

写し 

２ 組合は、法第６８条第６項（法第９６条第５項において準用する場合を含む。）の規定により、

同条第５項（法第９６条第５項において準用する場合を含む。）の規定による解散をしたとき又

は法第９１条第６項（法第１００条第５項において準用する場合を含む。）の規定により解散を

したときは、届出書に次に掲げる書類を添えて、遅滞なく、知事に届け出なければならない。 

（１）法第６８条第５項（法第９６条第５項において準用する場合を含む。）又は法第９１条第

６項（法第１００条第５項において準用する場合を含む。）に規定する事由となった年月日

及びその経過の概要を記載した書類 

（２）清算人名簿 

（３）第１号に規定する日における財産目録及び貸借対照表（非出資組合にあっては、財産目

録） 

 

（組合の継続） 

第３３条の２ 組合は、法第６８条の３第１項の規定により組合が存続した時は、届出書に次に

掲げる書類を添えて、２週間以内に、知事に届け出なければならない。 

（１）継続理由書 

（２）継続を決議した総会の議事録謄本 

 

（解散登記の完了の届出） 

第３４条 組合は、登記令第７条の規定による解散の登記を完了したときは、届出書に登記事項

証明書を添えて、２週間以内に、知事に届け出なければならない。 

 

（清算着手当時の財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法の届出） 

第３５条 清算人が法第７５条第１項（法第９２条第５項、第９６条第５項及び第１００条第５
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項において準用する場合を含む。）の規定による財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法（非

出資組合にあっては、財産目録及び財産処分の方法）についての総会の承認を得たときは、届

出書に次に掲げる書類を添えて、２週間以内に、知事に届け出なければならない。 

（１）財産目録 

（２）貸借対照表 

（３）財産処分の方法を記載した書類 

（４）総会議事録謄本 

 

（清算結了の届出） 

第３６条 組合は、登記令第１０条の規定による清算結了の登記を完了したときは、届出書に登

記事項証明書を添えて、２週間以内に、知事に届け出なければならない。 

 

（合併の認可申請） 

第３７条 組合が合併によって新たに組合を設立する場合において、法第６９条第２項（法第９

２条第５項、第９６条第５項及び第１００条第５項において準用する場合を含む。）の規定によ

り、合併の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しな

ければならない。 

（１）合併の理由書 

（２）合併により設立される組合の定款（定款附属書漁業協同組合役員選挙（選任）規程、定

款附属書組合員資格審査規程等必要な規程を含む。） 

（３）合併により設立される組合の事業計画書（合併及び合併後の事業経営についての基本方

針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後３事業

年度の事業計画を内容に含むものに限る。） 

（４）合併の経過報告書 

（５）合併を決議した総会の議事録謄本 

（６）合併契約の内容を記載した書類（合併契約書及び覚書の謄本） 

（７）合併により設立される組合の組合員数、出資の総口数及び総額並びに事務所の位置を記

載した書類 

（８）法第６９条第４項（法第９２条第５項、第９６条第５項及び第１００条の８第５項にお

いて準用する場合を含む。次号において同じ。）において読み替えて準用する法第５３条第

２項第２号に規定する当該出資組合の財産目録又は計算書類（非出資組合にあっては、財

産目録） 

（９）法第６９条第４項において読み替えて準用する法第５３条第２項又は法第６９条第４項

において準用する法第５３条第３項並びに法第５４条第１項及び第２項の規定による手続

を経たことを証する書類 

（１０）合併により設立される組合の役員の履歴書並びに法第７０条第２項（法第９２条第５

項、第９６条第５項及び第１００条第５項において準用する場合を含む。）において準用す

る法第３４条第１０項本文に規定する資格を証する書類及び同条第１１項の規定に係る書

類 

（１１）法第７０条第１項（法第９２条第５項、第９６条第５項及び第１００条第５項におい

て準用する場合を含む。）の規定により選任された設立委員であることを証する書類及び設

立委員会の議事録謄本 

２ 組合が他の組合を吸収合併する認可を得ようとするときは、前項各号に掲げる書類（同項第

１１号に掲げる書類を除く。）を添付しなければならない。この場合において、前項中「合併に

より設立される組合」とあるのは「合併により存続する組合」と読み替えるものとする。 

３ 合併により存続する組合が、法第６９条の２第１項の規定による総会の決議を経ない合併の

認可を受けようとするときは、第１項各号に掲げる書類（同項第１１号に掲げる書類を除く。

ただし、第５号に掲げる書類については合併により消滅する組合のもののみとする。）のほか、

次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、第１項中「合併により設立さ

れる組合」とあるのは「合併により存続する組合」と読み替えるものとする。 
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（１）合併により存続する組合の合併の方針を決議した理事会の議事録謄本 

（２）合併により消滅する組合の総組合員（准組合員を除く。）の数が、存続する組合の総組合

員（准組合員を除く。第４号において同じ。）の数の５分の１を超えていないことを証する

書類 

（３）合併により消滅する組合の最終の貸借対照表において現存する資産の額が、合併により

存続する組合の最終の貸借対照表において現存する資産の額の５分の１を超えていないこ

とを証する書類 

（４）合併により存続する組合の総組合員の６分の１以上の組合員（准組合員を除く。）が、合

併に反対の意思の通知を行っていないことを証する書類 

 

（連合会の権利義務の包括承継の認可申請） 

第３８条 会員が１人になった連合会の会員たる組合は、法第９１条の２第２項（法第１００条

第５項において準用する場合を含む。）において準用する法第６９条第２項の規定により、会員

が１人になった連合会の権利義務の包括承継（以下「承継」という。）の認可を受けようとする

ときは、申請書に次に掲げる書類を添えて知事に申請しなければならない。 

（１）承継の理由書 

（２）承継後の組合の定款（定款附属書漁業協同組合役員選挙（選任）規程、定款附属書組合

員資格審査規程等必要な規程を含む。） 

（３）承継後の組合の事業計画書（承継後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設

の統合整備に関する事項及び承継の日を含む事業年度以後３事業年度の事業計画を内容に

含むものに限る。） 

（４）承継の経過報告書 

（５）承継を決議した総会の議事録謄本 

（６）承継契約の内容を記載した書類（承継契約書及び覚書の謄本） 

（７）法第９１条の２第２項（法第１００条第５項において準用する場合を含む。次号におい

て同じ。）において準用する法第６９条第４項において準用する法第５３条第２項第２号に

規定する当該出資組合の計算書類 

（８）法第９１条の２第２項において準用する法第６９条第４項において読み替えて準用する

法第５３条第２項又は法第６９条第４項において準用する法第５３条第３項並びに法第５

４条第１項及び第２項の規定による手続を経たことを証する書類 

（９）連合会の会員に準会員がいないことを証する書類 

（１０）持分が第三者の権利の目的となっていないことを証する書類 

 

（合併又は承継の登記完了の届出） 

第３９条 組合は、登記令第８条の規定による合併又は承継の登記を完了したときは、届出書に

登記事項証明書を添えて、２週間以内に、知事に届け出なければならない。 

 

（漁業生産組合の設立、定款の変更、合併、解散、組織変更等の届出） 

第４０条 理事は、法第８５条の２第４項の規定により、生産組合が成立したときは、届出書に

次に掲げる書類を添えて、成立の日から２週間以内に、知事に届け出なければならない。 

（１）登記事項証明書 

（２）定款（定款附属書漁業生産組合役員選挙（選任）規程等必要な規程を含む。） 

（３）事業計画書 

（４）設立経過報告書 

２ 生産組合は、法第８４条の７第２項の規定により、定款変更をしたときは、届出書に次に掲

げる書類を添えて、変更の日から２週間以内に、知事に届け出なければならない。 

（１）変更理由書 

（２）変更条文の新旧対照表 

（３）変更後の定款 

３ 生産組合は、法第８５条の５第３項の規定により、合併をしたときは、届出書に次に掲げる
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書類を添えて、合併の日から２週間以内に、知事に届け出なければならない。 

（１）登記事項証明書（合併によって設立した生産組合にあっては、登記事項証明書及び定款） 

（２）合併後存続し、又は合併により設立した生産組合の事業計画書 

（３）合併の経過報告書 

４ 生産組合は、法第８５条の４第２項の規定により、解散したときは、届出書に次に掲げる書

類を添えて、解散の日から２週間以内に、知事に届け出なければならない。 

（１）登記事項証明書 

（２）最近の財産目録及び貸借対照表 

（３）総会の決議によって解散をした場合にあっては、解散を決議した総会の議事録謄本 

（４）破産手続開始の決定又は存続時期の満了によって解散をした場合にあっては、当該事由

となった年月日及び経過の概要を記載した書類 

（５）破産手続開始の決定によって解散をした場合にあっては、破産手続開始決定通知書等の

写し 

（６）法第８５条の４第１項の規定による解散をした場合にあっては、当該事由となった年月

日及び経過の概要を記載した書類 

５ 清算中の生産組合は、清算人が法第８５条の１２第１項の規定による破産手続開始の申立て

をしたときは、届出書に次に掲げる書類を添えて、申立ての日から２週間以内に、知事に届け

出なければならない。 

（１）破産手続開始申立書、陳述書、債権者一覧表その他の破産手続開始関係書類の写し 

（２）財産目録及び貸借対照表 

（３）裁判所の受領書の写し 

（４）破産手続開始の公告の写し 

６ 生産組合は、法第８５条の１４の規定により、清算が結了したときは、届出書に次に掲げる

書類を添えて、結了の日から２週間以内に、知事に届け出なければならない。 

（１）登記事項証明書 

（２）清算事務決算報告書 

７ 生産組合は、法第８６条の１０の規定により、組織変更をしたときは、届出書に次に掲げる

書類を添えて、遅滞なく、届け出なければならない。 

（１）登記事項証明書 

（２）組織変更計画書 

（３）組織変更を決議した総会の議事録謄本 

８ 生産組合は、提出書に業務報告書を添えて、決算に係る総会終了後２週間以内に、知事に届

け出なければならない。 

９ 第７条、第２４条から第２６条まで、第２７条（定款で監事を置く生産組合に限る。）、第２

８条第１項第３号、第６号及び第７号、第２９条第１項、第３０条、第３１条並びに第３５条

の規定は、生産組合について準用する。 

 

（書類の提出） 

第４１条 農林水産事務所の所管する区域を超えない区域を地区とする組合又は生産組合が、第

５条から第９条まで、第１４条、第１８条、第２０条から第２８条まで及び第３３条から第３

６条まで並びに第４０条に規定する書類を提出するときは、農林水産事務所の長に提出しなけ

ればならない。 

２ この規則の規定により提出する申請書、届出書等の様式は、別に定める。 

 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 三重県事務決裁及び委任規則（平成１４年三重県規則第３６号）の一部を次のように改正す

る。 

 

附 則（平成３１年３月２９日三重県規則第２３号） 
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この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和元年５月１７日三重県規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則（令和２年１２月１日三重県規則第７０号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三重県水産業協同組合法施行規則の規定に

基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の三重県水産業協同組

合法施行規則に基づいて提出された申請書その他書類とみなす。 



 

 

 

 

 

 

 

三重県水産業協同組合法施行規則に  

関する取扱要領  
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三重県水産業協同組合法施行規則に関する取扱要領 

 

第１条 この要領は、三重県水産業協同組合法施行規則（平成３０年三重県規則第５８

号。以下「規則」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

なお、定義については規則の例による。 

 

第２条 規則第４１条の規定による申請書、届出書等の様式は、別表１のとおりとする。 

 

第３条 前条において規定した様式に係る添付書類の様式は、別表２のとおりとする。 

 

第４条 申請書、届出書等及び添付書類については、原則として日本工業規格（ＪＩＳ）

Ａ４判の用紙を使用する。ただし、感熱紙等保存に耐えられない紙は使用しない。 

 

第５条 申請書、届出書等及び添付書類の提出部数は、１部とする。 

 

附 則 

この要領は平成３０年５月１１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は令和２年１２月１日から施行する。 

附 則 

この要領は令和３年４月１日から施行する。 
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 別表１ 

規則の条項 申請書・届出書等の名称 様式 

第３条 水産業協同組合設立認可申請書 様式第１号 

第４条 水産業協同組合設立登記完了届 様式第２号 

第５条第１項から第４項 

まで 

水産業協同組合定款変更認可申請書 様式第３号 

第５条第５項 水産業協同組合定款変更届 様式第４号 

第５条第６項 水産業協同組合定款提出書 様式第５号 

第６条 水産業協同組合通常総会開催不可能届 様式第６号 

第７条 水産業協同組合総会延期（続行）届 様式第７号 

第８条 水産業協同組合総会決議事項届 様式第８号 

第９条第１項及び第２項 資源管理規程の設定（変更）認可申請書 様式第９号 

第９条第３項 資源管理規程の廃止届 様式第１０号 

第１０条第１項 信用事業規程の設定認可申請書 様式第１１号 

第１０条第２項 信用事業規程の変更（廃止）認可申請書 様式第１２号 

第１０条第３項 信用事業規程の変更届 様式第１３号 

第１０条第４項 信用事業方法書の設定（変更、廃止）届 様式第１４号 

第１１条 員外貸付けに係る最高限度の認可申請書 様式第１５号 

第１２条 信用供与等限度額の特例承認申請書 様式第１６号 

第１３条 役員（参事）の兼職（兼業）認可申請書 様式第１７号 

第１４条第１項 共済規程の設定認可申請書 様式第１８号 

第１４条第２項 共済規程の変更（廃止）認可申請書 様式第１９号 

第１４条第３項 共済規程の変更届 様式第２０号 

第１５条 特定関係者との取引等承認申請書 様式第２１号 

第１６条 
基準議決権数を超える議決権の取得等承認

申請書 
様式第２２号 

第１７条 縦覧書類の縦覧延期承認申請書 様式第２３号 

第１８条 漁業経営の廃止届 様式第２４号 

第１９条第１項 信用事業の全部（一部）譲渡認可申請書 様式第２５号 

第１９条第２項 信用事業の全部の譲渡届 様式第２６号 

第２０条 共済事業（契約）の全部の譲渡（移転）届 様式第２７号 

第２１条第１項 水産業協同組合業務報告書提出書 様式第２８号 

第２１条第２項 業務報告書の提出延期承認申請書 様式第２９号 

第２２条第１項 水産業協同組合事業計画書提出書 様式第３０号 

第２１条第１項及び第２２

条第１項 

水産業協同組合業務報告書及び事業計画書

提出書 
様式第３１号 

第２２条第２項 事業計画書の提出延期承認申請書 様式第３２号 

第２３条第１項 子会社届 様式第３３号 

第２３条第２項 子会社変更届 様式第３４号 
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第２３条第３項 子会社対象会社変更届 様式第３５号 

第２３条第４項 子会社に係る届 様式第３６号 

第２３条第５項 連結対象子会社等財務・管理状況報告書 様式第３７号 

第２４条 水産業協同組合不祥事件等届 様式第３８号 

第２５条第１項 水産業協同組合役員就任届 様式第３９号 

第２５条第２項 水産業協同組合役員変更届 様式第４０号 

第２５条第３項 水産業協同組合役員退任届 様式第４１号 

第２６条 水産業協同組合参事選任（解任）届 様式第４２号 

第２７条 水産業協同組合監査結果届 様式第４３号 

第２８条第１項第１号 組合員等による理事の行為の差止請求届 様式第４４号 

第２８条第１項第２号 監事による理事の行為の差止請求届 様式第４５号 

第２８条第１項第３号 水産業協同組合役員改選請求届 様式第４６号 

第２８条第１項第４号 理事の責任追及の提訴請求届 様式第４７号 

第２８条第１項第５号 理事の責任追及の提訴届 様式第４８号 

第２８条第１項第６号 水産業協同組合参事解任請求届 様式第４９号 

第２８条第１項第７号 水産業協同組合総会招集請求届 様式第５０号 

第２８条第１項第８号 決議の不存在（無効の確認）の提訴届 様式第５１号 

第２８条第１項第９号 決議の取消しの提訴届 様式第５２号 

第２８条第１項第１０号 破産手続開始申立届 様式第５３号 

第２８条第１項第１１号 破産手続開始決定届 様式第５４号 

第２９条第１項 役員の職務代行者の選任請求書 様式第５５号 

第２９条第１項 役員選挙（選任）総会の開催請求書 様式第５６号 

第２９条第２項 代表理事の職務代行者の選任請求書 様式第５７号 

第３０条 水産業協同組合検査請求書 様式第５８号 

第３１条 決議（選挙、当選）の取消請求書 様式第５９号 

第３２条 水産業協同組合解散認可申請書 様式第６０号 

第３３条第１項 水産業協同組合解散届 様式第６１号 

第３３条第２項 水産業協同組合解散届 様式第６２号 

第３３条の２ 水産業協同組合継続届 様式第６３号 

第３４条 水産業協同組合解散登記完了届 様式第６４号 

第３５条 水産業協同組合財産処分の方法等届 様式第６５号 

第３６条第１項 水産業協同組合清算結了登記完了届 様式第６６号 

第３７条第１項 水産業協同組合合併認可申請書 様式第６７号 

第３７条第２項 水産業協同組合合併認可申請書 様式第６８号 

第３８条 連合会の権利義務の包括承継認可申請書 様式第６９号 

第３９条 水産業協同組合合併（承継）登記完了届 様式第７０号 

第４０条第１項 漁業生産組合設立届 様式第７１号 

第４０条第２項 漁業生産組合定款変更届 様式第７２号 

第４０条第３項 漁業生産組合合併届 様式第７３号 
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第４０条第４項 漁業生産組合解散届 様式第７４号 

第４０条第５項 漁業生産組合破産手続開始申立届 様式第７５号 

第４０条第６項 漁業生産組合清算結了届 様式第７６号 

第４０条第７項 漁業生産組合組織変更届 様式第７７号 

第４０条第８項 漁業生産組合業務報告書提出書 様式第７８号 

 

別表２ 

関係様式 添付書類の名称 添付書類様式 

様式第３号 

○○漁業にかかる自営事業計画書 参考様式１ 

出資一口の増額について書面による同意の

あったことの証明書 
参考様式２ 

様式第３号、第２５号及び

第２７号 

債権者保護に関する手続きについての証明

書（異議を述べた債権者がいない場合） 
参考様式３ 

債権者保護に関する手続きについての証明

書（異議を述べた債権者を害するおそれが

ない場合） 

参考様式４ 

様式第３号 

水産業協同組合法第１７条第１項に基づく

常時従事者に係る証明書 
参考様式５ 

水産業協同組合法第１７条第２項に基づく

書面による同意のあったことの証明書 
参考様式６ 

様式第１６号 信用供与等限度額の特例承認に係る理由書 参考様式７ 

様式第３３号から第３５号

及び第３７号 

子会社の概要書 
参考様式８ 

様式第３７号 財務・管理状況報告書 参考様式９ 

様式第３８号 不祥事件の概要 参考様式１０ 

様式第４３号 監査報告書 参考様式１１ 

様式第４６号、第４９号 

及び第５０号 

同意する組合員に係る報告書 参考様式１２ 

様式第５８号及び第５９号 同意する組合員に係る報告書 参考様式１３ 

様式第６７号から第６９号 

債権者保護に関する手続きについての証明

書（異議を述べた債権者がいない場合） 
参考様式１４ 

債権者保護に関する手続きについての証明

書（異議を述べた債権者を害するおそれが

ない場合） 

参考様式１５ 

様式第７６号 清算事務決算報告書 参考様式１６ 
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届出書等における添付書類に係る留意事項 

 

１．様式第３３号及び第３７号における添付書類（１）から（７）まで並びに様式第３４

号及び第３５号における添付書類（１）から（２）までについては、「参考様式８ 

子会社の概要書」で代えることができる。 

（１）理由書（事実の発生した期日を含む。） 

（２）子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の内容を記載し

た書類 

（３）子会社等の資本金、従業員の数その他規模がわかる書類 

（４）子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況がわかる書類  

（５）子会社等の役員（役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。）

の役職名及び氏名を記載した書類 

（６）子会社等の主要株主等の構成（総株主の議決権に対する割合も含む。）がわか

る書類 

（７）組合の保有議決権数（総株主の議決権に対する割合も含む。）がわかる書類  

 

２．様式第３９号及び第４０号における添付書類「役員選任に係る総会議事録抄本」は、

「役員選任に係る決議をした総会議事録謄本」で代えることができる。 

 

３．添付書類については、同時に２件以上の届出等を行う場合で、同一の書類（総会の議

事録謄本や業務報告書等）がある場合については、代表とする届出書等に添付し、

他の届出書等には、次の例のように記入すれば、添付を省略できる。 

  （例）総会の議事録謄本・・・水産業協同組合総会決議事項届に添付済 
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様式第１号（規則第３条関係） 

 

水産業協同組合設立認可申請書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                    発起人代表 住 所 

                          氏 名        

 

 水産業協同組合法第６３条第１項の規定に基づき、（組合の名称）の設立について認可

を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）理由書 

（２）定款（定款附属書漁業協同組合役員選挙（選任）規程、定款附属書組合員資格

審査規程等必要な規程を含む。） 

（３）事業計画書 

（４）設立経過報告書 

（５）発起人会の開催に関する書類（発起人名簿及び発起人会の開催を証する書類）  

（６）設立準備会の開催手続に関する書類（設立目論見書及び設立準備会公告の写し） 

（７）設立準備会の開催に関する書類（定款作成委員名簿及び設立準備会の議事録の写

し） 

（８）創立総会の開催に関する書類（創立総会の開催公告の写し及び創立総会の議事録

謄本） 

（９）役員選挙録謄本及び役員就任承諾書の写し 

（10）その他必要な書類（組合員たる資格を有する者の設立同意書等）  

２ 組合の設立とともに、漁業及びこれに附帯する事業を営もうとする場合の追加書類 

（１）漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の３分の１以上が組合員又は組合

員と世帯を同じくする者であることを証する書類 

（２）組合員の３分の２以上の書面による同意を得たことを証する書類  

 

注）「第６３条第１項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第４項に

おいて準用する同法第６３条第１項」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条

第４項において準用する同法第６３条第１項」と、水産加工業協同組合連合会にあっ

ては「第１００条第４項において準用する同法第６３条第１項」と変更すること。 
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様式第２号（規則第４条関係） 

 

水産業協同組合設立登記完了届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

組合等登記令第２条の規定に基づく設立登記を完了しましたので、登記事項証明書を

添えて届け出ます。 
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様式第３号（規則第５条第１項から第４項関係） 

 

水産業協同組合定款変更認可申請書 

 

                               年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第４８条第２項の規定に基づき、定款の変更について認可を受けた

いので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）変更理由書 

（２）変更条文の新旧対照表 

（３）定款の変更を決議した総会又は総代会の議事録謄本 

（４）事業計画書（事業の追加又は廃止、出資一口の金額の増減等組合経営に関係する

定款変更の場合に限る。） 

２ 出資一口の金額を増加しようとする場合の追加書類 

（１）全組合員の同意があったことを証する書類 

３ 出資一口の金額を減少しようとする場合の追加書類 

（１）組合の債権者の閲覧に供するために作成した計算書類（財産目録及び貸借対照

表等） 

（２）官報での公告及び債権者への各別の催告又は定款に規定する新聞への掲載若し

くは電子公告並びに債権者から異議のないことの確認及び異議を述べた債権者

に弁済若しくは担保の提供又は金融機関への財産の信託の手続を経たことを証

する書類（官報の写し等） 

４ 新たに漁業及びこれに附帯する事業を営もうとする場合の追加書類 

（１）漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の３分の１以上が組合員又は組合

員と世帯を同じくする者であることを証する書類 

（２）組合員の３分の２以上の書面による同意を得たことを証する書類  

 

注）「第４８条第２項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３項に

おいて準用する同法第４８条第２項」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条

第３項において準用する同法第４８条第２項」と、水産加工業協同組合連合会にあっ

ては「第１００条第３項において準用する同法第４８条第２項」と変更すること。  
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様式第４号（規則第５条第５項関係） 

 

水産業協同組合定款変更届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第４８条第４項の規定に基づき、定款の一部を変更したので、関係

書類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）変更理由書 

（２）変更後の定款 

 

注）「第４８条第４項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３項に

おいて準用する同法第４８条第４項」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条

第３項において準用する同法第４８条第４項」と、水産加工業協同組合連合会にあっ

ては「第１００条第３項において準用する同法第４８条第４項」と変更すること。  
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様式第５号（規則第５条第６項関係） 

 

水産業協同組合定款提出書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

     年  月  日付三重県指令  第    号により定款変更の認可を受けた

ので、変更後の定款を提出します。 
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様式第６号（規則第６条関係） 

 

水産業協同組合通常総会開催不可能届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第４７条の規定に基づく通常総会の招集が、定款に定める期間内に

できなくなりましたので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）定款に定める期間内に通常総会の開催が不可能となった理由及び開催予定日を

記載した書類  

 

注）「第４７条」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３項において

準用する同法第４７条」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条第３項におい

て準用する同法第４７条」と、水産加工業協同組合連合会にあっては「第１００条第

３項において準用する同法第４７条」と変更すること。 

また、通常総代会の場合にあっては、「通常総会」とあるのを「通常総代会」と、

「第４７条」とあるのを「第５２条第６項において準用する同法第４７条」と変更す

ること。 
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様式第７号（規則第７条関係） 

 

水産業協同組合総会延期（続行）届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

     年  月  日に開催した第  回通常（臨時）総会において、水産業協同組

合法第５０条の３の規定に基づく総会の延期（続行）を決議しましたので、関係書類を添

えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）延期（続行）の決議をした理由を記載した書類  

（２）総会に係る議事録謄本  

 

注）「第５０条の３」とあるのを、漁業生産組合にあっては「第８６条第２項において準

用する同法第５０条の３」と、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３項にお

いて準用する同法第５０条の３」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条第３

項において準用する同法第５０条の３」と、水産加工業協同組合連合会にあっては

「第１００条第３項において準用する同法第５０条の３」と変更すること。 

また、総代会の場合にあっては、「総会」とあるのを「総代会」と、「第５０条の

３」とあるのを「第５２条第６項において準用する同法第５０条の３」と変更するこ

と。 
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様式第８号（規則第８条関係） 

 

水産業協同組合総会決議事項届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

     年  月  日開催の通常（臨時）総会における決議事項について、関係書類

を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）総会の議事録謄本 

（２）議案内容がわかる書類（議案書、決算関係書類、事業計画など） 

 

注）総代会の場合にあっては、「総会」とあるのを「総代会」と変更すること。  
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様式第９号（規則第９条第１項及び第２項関係） 

 

資源管理規程の設定（変更）認可申請書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第１１条の３第１項の規定に基づき、資源管理規程の設定（変更）に

ついて認可を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）資源管理規程の設定又は変更の理由を記載した書類 

（２）資源管理規程の設定若しくは変更を決議した総会又は総代会の議事録謄本 

（３）資源管理規程の対象となる水面において当該規程の対象となる漁業を営む組合

員の３分の２以上の書面による同意を得たことを証する書類 

（４）資源管理協定又は漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則が組合に存すると

きには、資源管理規程が当該資源管理協定又は漁業権行使規則若しくは入漁

権行使規則に従った内容のものであることを証する書類  

（５）資源管理規程  

２ 変更の認可を受けようとする場合の追加書類 

（１）変更条文の新旧対照表 

（２）資源管理規程に記載された資源管理規程を変更する場合の手続に従って行われ

たことを証する書類 

 

注）「第１１条の３第１項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第１

項において準用する同法第１１条の３第１項」と変更すること。 
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様式第１０号（規則第９条第３項関係） 

 

資源管理規程の廃止届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法施行規則第３条第３項の規定に基づき、資源管理規程を廃止しまし

たので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）資源管理規程の廃止の理由を記載した書類 

（２）資源管理規程の廃止を決議した総会又は総代会の議事録謄本 

（３）資源管理規程に記載された資源管理規程を廃止する場合の手続に従って行われ

たことを証する書類 

  



- 33 - 

 

様式第１１号（規則第１０条第１項関係） 

 

信用事業規程の設定認可申請書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第１１条の５第１項の規定に基づき、信用事業規程の設定について認

可を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）信用事業規程の設定の理由を記載した書類 

（２）信用事業規程の設定を決議した総会又は総代会の議事録謄本 

（３）信用事業規程 

 

注）「第１１条の５第１項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第１

項において準用する同法第１１条の５第１項」と、水産加工業協同組合にあっては

「第９６条第１項において準用する同法第１１条の５第１項」と、水産加工業協同組

合連合会にあっては「第１００条第１項において準用する同法第１１条の５第１項」

と変更すること。 
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様式第１２号（規則第１０条第２項関係） 

 

信用事業規程の変更（廃止）認可申請書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第１１条の５第３項の規定に基づき、信用事業規程の変更（廃止）に

ついて認可を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）信用事業規程の変更又は廃止の理由を記載した書類 

（２）信用事業規程の変更若しくは廃止を決議した総会又は総代会の議事録謄本 

（３）信用事業規程の変更にあっては、変更条文の新旧対照表 

 

注）「第１１条の５第３項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第１

項において準用する同法第１１条の５第３項」と、水産加工業協同組合にあっては

「第９６条第１項において準用する同法第１１条の５第３項」と、水産加工業協同組

合連合会にあっては「第１００条第１項において準用する同法第１１条の５第３項」

と変更すること。 
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様式第１３号（規則第１０条第３項関係） 

 

信用事業規程の変更届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第１１条の５第４項の規定に基づき、信用事業規程を変更しましたの

で、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）信用事業規程の変更の理由を記載した書類 

（２）変更した信用事業規程 

 

注）「第１１条の５第４項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第１

項において準用する同法第１１条の５第４項」と、水産加工業協同組合にあっては

「第９６条第１項において準用する同法第１１条の５第４項」と、水産加工業協同組

合連合会にあっては「第１００条第１項において準用する同法第１１条の５第４項」

と変更すること。 
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様式第１４号（規則第１０条第４項関係） 

 

信用事業方法書の設定（変更、廃止）届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第５条の規定に基づき、信用事業方法書を

設定（変更、廃止）しましたので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）信用事業方法書 

（２）信用事業方法書の変更にあっては、新旧対照表 

（３）当該方法書の設定、変更又は廃止を決議した理事会の議事録抄本 
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様式第１５号（規則第１１条関係） 

 

員外貸付けに係る最高限度の認可申請書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第１１条の７の規定に基づき、    事業年度における員外の者

に対する貸付けの総額の最高限度の設定について認可を受けたいので、関係書類を添えて

申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）理由書 

（２）理事会の議事録謄抄本 

（３）資金の種類、貸付先及び貸付額を記載した書類 

 

注）「第１１条の７」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第１項にお

いて準用する同法第１１条の７」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条第１

項において準用する同法第１１条の７」と、水産加工業協同組合連合会にあっては

「第１００条第１項において準用する同法第１１条の７」と変更すること。 
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様式第１６号（規則第１２条関係） 

 

信用供与等限度額の特例承認申請書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第１１条の１４第１項ただし書の規定に基づき、    事業年度

において同一人に対する信用供与等限度額の超過について承認を受けたいので、関係書類

を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）理事会の議事録抄本  

（２）理由書（信用の供与等を受ける者の氏名、事業の内容、取引の概要、理由等

を含めて記載する。）  

（３）信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書類  

（４）信用の供与等を受ける者の金融機関別の借入金残高及びその占有率の推移に

ついて記載した書類  

（５）信用供与等限度額の超過を解消するための組合の方針を記載した書類  

 

注）「第１１条の１４第１項ただし書」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第 

９２条第１項において準用する同法第１１条の１４第１項ただし書」と、水産加工業

協同組合にあっては「第９６条第１項において準用する同法第１１条の１４第１項た

だし書」と、水産加工業協同組合連合会にあっては「第１００条第１項において準用

する同法第１１条の１４第１項ただし書」と変更すること。 

  また、子会社等を有する場合にあっては、「第１１条の１４第１項ただし書」とある

のを「第１１条の１４第２項において準用する第１１条の１４第１項ただし書」と、

「信用供与等限度額」とあるのを「合算信用供与等限度額」と変更すること。 
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様式第１７号（規則第１３条関係） 

 

役員（参事）の兼職（兼業）認可申請書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

               組合の名称 

代表理事（常勤理事、参事）の氏名      

 

水産業協同組合法第３４条の５第１項ただし書の規定に基づき、兼職（兼業）の認可

を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）理由書（兼職等の状態が見込まれる期間を含めて記載する。） 

（２）履歴書 

（３）組合における常務の処理方法及び勤務状況を記載した書類 

２ 他の組合又は法人の常務に従事しようとする場合の追加書類（他の組合又は法人に係

るものに限る。） 

（１）常務の処理方法及び組合との取引その他の関係を記載した書類 

（２）定款 

（３）最終の業務報告書又は事業報告書 

（４）貸借対照表及び損益計算書 

（５）剰余金（利益）処分計算書又は損失金（損失）処理計算書 

（６）最近における業務、財産及び損益の状況がわかる書類 

３ 現在営んでいる事業（漁業を含む。）を継続して営もうとする場合の追加書類 

（１）現在営んでいる事業の種類及び方法 

（２）申請の日から起算して１年間における取引及び収支の予想を記載した書類  

（３）最近における業務、財産及び損益の状況がわかる書類 

４ 事業を新たに営もうとする場合の追加書類 

（１）新たに営もうとする事業の種類及び方法 

（２）事業開始後１年間における取引及び収支の予想を記載した書類 

 

注）「第３４条の５第１項ただし書」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第 

９２条第３項において準用する同法第３４条の５第１項ただし書」と、水産加工業協

同組合にあっては「第９６条第３項において準用する同法第３４条の５第１項ただし

書」と、水産加工業協同組合連合会にあっては「第１００条第３項において準用する

同法第３４条の５第１項ただし書」と変更すること。  



- 40 - 

 

様式第１８号（規則第１４条第１項関係） 

 

共済規程の設定認可申請書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第１５条の２第１項の規定に基づき、共済規程の設定について認可を

受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）共済規程の設定の理由を記載した書類 

（２）共済規程の設定を決議した総会又は総代会の議事録謄本 

（３）共済規程 

 

注）「第１５条の２第１項」とあるのを、水産加工業協同組合にあっては「第９６条第１

項において準用する同法第１５条の２第１項」と変更すること。 

  



- 41 - 

 

様式第１９号（規則第１４条第２項関係） 

 

共済規程の変更（廃止）認可申請書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第１５条の２第２項の規定に基づき、共済規程の変更（廃止）につい

て認可を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）共済規程の変更又は廃止の理由を記載した書類 

（２）共済規程の変更若しくは廃止を決議した総会又は総代会の議事録謄本（理事会

の議事録抄本） 

（３）共済規程の変更にあっては、変更条文の新旧対照表 

（４）共済規程の廃止にあっては、現に締結している共済契約の取扱方針を記載した 

書類 

 

注）「第１５条の２第２項」とあるのを、水産加工業協同組合にあっては「第９６条第１

項において準用する同法第１５条の２第２項」と変更すること。 

  



- 42 - 

 

様式第２０号（規則第１４条第３項関係） 

 

共済規程の変更届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第１５条の２第３項の規定に基づき、共済規程を変更しましたの

で、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）共済規程の変更の理由を記載した書類 

（２）変更した共済規程 

 

注）「第１５条の２第３項」とあるのを、水産加工業協同組合にあっては「第９６条第３

項において準用する同法第１５条の２第３項」と変更すること。 

 

  



- 43 - 

 

様式第２１号（規則第１５条関係） 

 

特定関係者との取引等承認申請書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第１１条の１５ただし書の規定に基づき、特定関係者との取引につい

て承認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）理由書（当該取引等をするやむを得ない理由を含む。） 

（２）特定関係者の概要（名称、所在地、代表者名、業務の内容等）、収支状況等の

財務状況及び主要株主等の構成を記載した書類 

（３）特定関係者となる理由を記載した書類 

（４）当該特定関係者との取引内容 

 

注）「第１１条の１５ただし書」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条

第１項において準用する同法第１１条の１５ただし書」と、水産加工業協同組合にあ

っては、「第９６条第１項において準用する同法第１１条の１５ただし書」と、水産

加工業協同組合連合会にあっては、「第１００条第１項において準用する同法第１１

条の１５ただし書」と変更すること。 
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様式第２２号（規則第１６条関係） 

 

基準議決権数を超える議決権の取得等承認申請書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第１７条の１５第２項ただし書の規定に基づき、基準議決権数を超え

る議決権の取得等について承認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）理由書（当該取得等をするやむを得ない理由を含む。） 

（２）当該承認に係る国内の会社の概要（名称、所在地、代表者名、業務の内容等）

及び収支状況等の財務状況を記載した書類 

（３）総株主等の議決権及び保有議決権数の状況を記載した書類 

（４）当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、

又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した

書類 

 

注）「第１７条の１５第２項ただし書」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「法

第８７条の３第２項において準用する同法第１７条の１５第２項ただし書」と、水産

加工業協同組合にあっては、「第９６条第１項において準用する同法第１７条の１５

第２項ただし書」と、水産加工業協同組合連合会にあっては、「第１００条第１項に

おいて準用する第８７条の３第２項において準用する同法第１７条の１５第２項ただ

し書」と変更すること。 
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様式第２３号（規則第１７条関係） 

 

縦覧書類の縦覧延期承認申請書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第４９条第３項の規定に基づき、縦覧書類の

縦覧開始の延期について承認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）期間内に縦覧を開始できない理由、縦覧開始すべき年月日及び縦覧開始予定年

月日を記載した書類 
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様式第２４号（規則第１８条関係） 

 

漁業経営の廃止届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第１７条第４項の規定に基づき、同条第１項の条件を欠くこととなっ

たため、漁業の経営を廃止しましたので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）廃止した漁業種類、廃止した日及び定款の変更の予定を記載した書類 

  



- 47 - 

 

様式第２５号（規則第１９条第１項関係） 

 

信用事業の全部（一部）譲渡認可申請書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第５４条の２第３項の規定に基づき、信用事業の全部（一部）の譲

渡について認可を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）信用事業の全部又は一部の譲渡の理由書 

（２）信用事業の全部又は一部の譲渡を決議した総会の議事録謄本 

（３）信用事業の全部又は一部の譲渡の契約書の写し 

（４）組合の債権者の閲覧に供するために作成した計算書類（財産目録及び貸借対照

表等） 

（５）官報での公告及び債権者への各別の催告又は定款に規定する新聞への掲載若し

くは電子公告並びに債権者から異議のないことの確認及び異議を述べた債権者

に弁済若しくは担保の提供又は金融機関への財産の信託の手続を経たことを証

する書類（官報の写し等） 

 

注）「第５４条の２第３項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３

項において準用する同法第５４条の２第３項」と、水産加工業協同組合にあっては、

「第９６条第３項において準用する同法第５４条の２第３項」と、水産加工業協同組

合連合会にあっては、「第１００条第３項において準用する同法第５４条の２第３

項」と変更すること。 

  



- 48 - 

 

様式第２６号（規則第１９条第２項関係） 

 

信用事業の全部の譲渡届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第５４条の２第７項の規定に基づき、信用事業の全部を譲渡したの

で、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）信用事業譲渡公告の写し 

（２）定款の変更の予定を記載した書類 

 

注）「第５４条の２第７項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３

項において準用する同法第５４条の２第７項」と、水産加工業協同組合にあっては、

「第９６条第３項において準用する同法第５４条の２第７項」と、水産加工業協同組

合連合会にあっては、「第１００条第３項において準用する同法第５４条の２第７

項」と変更すること。 

  



- 49 - 

 

様式第２７号（規則第２０条関係） 

 

共済事業（契約）の全部の譲渡（移転）届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第５４条の４第４項において準用する同第５４条の２第７項の規定に

基づき、共済事業（契約）の全部を譲渡（移転）したので、関係書類を添えて届け出ま

す。 

 

 

【添付書類】 

 （１）共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転の理由書 

（２）共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転を決議した総会の議事録謄本 

（３）共済事業の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転の契約書の写し 

（４）組合の債権者の閲覧に供するために作成した計算書類（財産目録及び貸借対照

表等） 

（５）官報での公告及び債権者への各別の催告又は定款に規定する新聞への掲載若し

くは電子公告並びに債権者から異議のないことの確認及び異議を述べた債権者

に弁済若しくは担保の提供又は金融機関への財産の信託の手続を経たことを証

する書類（官報の写し等） 

 

注）「第５４条の４第４項」とあるのを、水産加工業協同組合にあっては、「第９６条第

３項において準用する同法第５４条の４第４項」と変更すること。  

  



- 50 - 

 

様式第２８号（規則第２１条第１項関係） 

 

水産業協同組合業務報告書提出書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第５８条の２の規定に基づき、第  事業年度の業務報告書を提出

します。 

 

注）「第５８条の２」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３項にお

いて準用する同法第５８条の２」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条第３

項において準用する同法第５８条の２」と、水産加工業協同組合連合会にあっては

「第１００条第３項において準用する同法第５８条の２」と変更すること。 
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様式第２９号（規則第２１条第２項関係） 

 

業務報告書の提出延期承認申請書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法施行規則第２０５条第８項の規定に基づき、第  事業年度業務報告

書の提出を延期することについて承認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）期間内に提出できない理由、総会の年月日及び提出予定年月日を記載した書類 

  



- 52 - 

 

様式第３０号（規則第２２条第１項関係） 

 

水産業協同組合事業計画書提出書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法施行規則第２２５条第１項の規定に基づき、第  事業年度の事業

計画書を提出します。 

  



- 53 - 

 

様式第３１号（規則第２１条第１項及び第２２条第１項関係） 

 

水産業協同組合業務報告書及び事業計画書提出書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第５８条の２の規定に基づき、第  事業年度の業務報告書を提出

します。 

併せて、水産業協同組合法施行規則第２２５条第１項の規定に基づき、第  事業年

度の事業計画書を提出します。 

 

注）「第５８条の２」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３項にお

いて準用する同法第５８条の２」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条第３

項において準用する同法第５８条の２」と、水産加工業協同組合連合会にあっては

「第１００条第３項において準用する同法第５８条の２」と変更すること。 

  



- 54 - 

 

様式第３２号（規則第２２条第２項関係） 

 

事業計画書の提出延期承認申請書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法施行規則第２２５条第４項の規定に基づき、第  事業年度事業計画

書の提出を延期することについて承認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）期間内に提出できない理由、総会の年月日及び提出予定年月日を記載した書類 

  



- 55 - 

 

様式第３３号（規則第２３条第１項関係） 

 

子会社届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第１２６条第３号の規定に基づき、子会社対象会社を子会社とするの

で、関係書類を添えて、届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）理由書（子会社とする期日を含む。）  

（２）子会社の名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の内容を記載した

書類  

（３）子会社の資本金、従業員の数その他規模がわかる書類  

（４）子会社の最近における業務、財産及び損益の状況がわかる書類  

（５）子会社の役員（役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。）

の役職名及び氏名を記載した書類  

（６）子会社の主要株主等の構成（総株主の議決権に対する割合も含む。）がわか

る書類  

（７）組合の保有議決権数（総株主の議決権に対する割合も含む。）がわかる書類  

（８）組合及び子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書（損

失金処理計算書）又は株主資本等変動計算書  

（９）届出後における組合及び子会社の収支の見込みを記載した書類  

（10）届出後における組合及び子会社の連結自己資本比率の見込みを記載した書類

（信用事業を行う場合に限る。）  

（11）届出に係る子会社対象会社を子会社にすることにより、組合及び子会社が国

内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場

合には、その国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類  

 

注）連合会の場合にあっては、「第１２６条の２第３号」とあるのを「第１２６条第

６号」と、「子会社対象会社」とあるのを「認可対象会社」と変更すること。  

  



- 56 - 

 

様式第３４号（規則第２３条第２項関係） 

 

子会社変更届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第１２６条第４号の規定に基づき、子会社対象会社に該当する子会

社が子会社でなくなったので、関係書類を添えて、届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）理由書（事実の発生した期日を含む。）  

（２）子会社の名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の内容を記載した

書類  

（３）子会社でなくなった事実がわかる書類  

 

注）連合会の場合にあっては、「第１２６条第４号」とあるのを「第１２６条第７

号」と、「子会社対象会社に該当する子会社」とあるのを「子会社」と変更する

こと。  

  



- 57 - 

 

様式第３５号（規則第２３条第３項関係） 

 

子会社対象会社変更届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第１２６条第５号の規定に基づき、子会社対象会社に該当する子会

社が子会社に該当しない子会社となったので、関係書類を添えて、届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）理由書（事実の発生した期日を含む。）  

（２）子会社の名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の内容を記載した

書類  

（３）子会社対象会社に該当しない子会社となった事実がわかる書類  

 

注）連合会の場合にあっては、「第１２６条第５号」とあるのを「第１２６条第８

号」と、「子会社対象会社」とあるのを「認可対象会社」と変更すること。  

  



- 58 - 

 

様式第３６号（規則第２３条第４項関係） 

 

子会社に係る届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第１２６条第１２号の規定に基づき、該当する事項が発生したの

で、理由書（事実の発生した期日を含む）を添えて、届け出ます。 

  



- 59 - 

 

様式第３７号（規則第２３条第５項関係） 

 

連結対象子会社等財務・管理状況報告書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

連結対象子会社等の財務及び管理状況について、財務・管理状況報告書を添えて報告

します。 

 

 

【添付書類】 

新たに設立された子会社等（合併又は分割により設立された子会社等を含む。）の

場合の追加書類 

（１）理由書（設立した期日を含む。）  

（２）子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の内容を記載し

た書類  

（３）子会社等の資本金、従業員の数その他規模がわかる書類  

（４）子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況がわかる書類  

（５）子会社等の役員（役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含

む。）の役職名及び氏名を記載した書類  

（６）子会社等の主要株主等の構成（総株主の議決権に対する割合も含む。）がわ

かる書類  

（７）組合の保有議決権数（総株主の議決権に対する割合も含む。）がわかる書類  

（８）子会社等の定款  

（９）子会社等の事業計画  

  



- 60 - 

 

様式第３８号（規則第２４条関係） 

 

水産業協同組合不祥事件等届 

 

                               年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

 

水産業協同組合法第１２６条第１２号の規定に基づき、不祥事件等が発生しましたの

で、不祥事件の概要を添えて届け出ます。 

  



- 61 - 

 

様式第３９号（規則第２５条第１項関係） 

 

水産業協同組合役員就任届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

当組合の役員について、下記の者が就任しましたので、役員選挙録を添えて届け出ま

す。 

 

記 

 

１ 新たに就任する役員に係る事項 

役職名 
（ふりがな）  

氏名 生年月日 住 所 
就任 

年月日 

正准

等の

別 

新再

任の

別 

組合に 

おける略歴 

        

        

        

        

        

        

        

 

注）役員選任制の場合にあっては、「役員選挙録」とあるのを「役員選任に係る総会議事

録抄本」と変更すること。 

また、重任の場合、就任年月日欄には当初に就任した年月日を記入すること。  

  



- 62 - 

 

様式第４０号（規則第２５条第２項関係） 

 

水産業協同組合役員変更届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

当組合の役員について、下記のとおり変更がありましたので、役員選挙録を添えて届

け出ます。 

記 

 

１ 変更となる役員に係る事項 

役職名 
（ふりがな）  

氏名 
変更の理由 

事実の 

発生した

年月日 

    

    

    

 

２ 新たに就任する役員に係る事項 

役職名 
（ふりがな）  

氏名 生年月日 住 所 
就任 

年月日 

正准

等の

別 

新再

任の

別 

組合に 

おける略歴 

        

        

        

 

注）役員選任制の場合にあっては、「役員選挙録」とあるのを「役員選任に係る総会議事

録抄本」と変更すること。 

また、代表理事組合長の変更の場合にあっては、理事会議事録抄本を添付すること。  



- 63 - 

 

様式第４１号（規則第２５条第３項関係） 

 

水産業協同組合役員退任届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

当組合の役員について、下記の者が退任しましたので、届け出ます。 

 

記 

 

１ 退任となる役員に係る事項 

役職名 
（ふりがな）  

氏名 
退任の理由 

事実の 

発生した

年月日 

欠員を補充しない理由 

     

     

     

  



- 64 - 

 

様式第４２号（規則第２６条関係） 

 

水産業協同組合参事選任（解任）届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

当組合の参事について、下記の者を選任（解任）しましたので、理事会議事録謄本を添

えて届け出ます。 

 

記 

 

役職名 
（ふりがな） 

氏名 
住 所 

選任

解任

の別 

就任 

（解任） 

年月日 

担任事項 
組合に 

おける略歴 

       

       

       

 

注）会計主任の場合にあっては、「参事」とあるのを「会計主任」と変更すること。 

  



- 65 - 

 

様式第４３号（規則第２７条関係） 

 

水産業協同組合監査結果届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

                       代表監事の氏名       

                         監事の氏名       

 

定款（規約）の規定に基づく監査を行ったので、その結果について監査報告書の写しを

添えて届け出ます。 

  



- 66 - 

 

様式第４４号（規則第２８条第１項第１号関係） 

 

組合員による理事の行為の差止請求届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第３９条の４第１項で準用する会社法第３６０条第１項の規定に基

づく組合員から理事の行為の差止請求を受けましたので、関係種類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）差止めの請求に至る経過を記載した書類 

 

注）「第３９条の４第１項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３

項において準用する同法第３９条の４第１項」と、水産加工業協同組合にあっては

「第９６条第３項において準用する同法第３９条の４第１項」と、水産加工業協同組

合連合会にあっては、「第１００条第３項において準用する同法第３９条の４第１

項」と変更すること。 

また、連合会の場合にあっては、「組合員」とあるのを「会員」と変更すること。 

  



- 67 - 

 

様式第４５号（規則第２８条第１項第２号関係） 

 

監事による理事の行為の差止請求届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第３９条の５第５項で準用する会社法第３８５条第１項の規定に基

づく監事から理事の行為の差止請求を受けましたので、関係種類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）差止めの請求に至る経過を記載した書類 

 

注）「第３９条の５第５項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３

項において準用する同法第３９条の５第５項」と、水産加工業協同組合にあっては

「第９６条第３項において準用する同法第３９条の５第５項」と、水産加工業協同組

合連合会にあっては、「第１００条第３項において準用する同法第３９条の５第５

項」と変更すること。 

  



- 68 - 

 

様式第４６号（規則第２８条第１項第３号関係） 

 

水産業協同組合役員改選請求届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第４２条第１項の規定に基づく組合員から役員の改選請求を受けま

したので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）請求書の写し 

（２）請求に対する措置方針 

（３）請求日並びに請求日現在における組合員（准組合員を除く。）の総数及び請求

に同意した組合員（准組合員を除く。）の数を記載した書類 

 

注）「第４２条第１項」とあるのを、漁業生産組合にあっては「第８６条第２項において

準用する同法第４２条第１項」と、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３項

において準用する同法第４２条第１項」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６

条第３項において準用する同法第４２条第１項」と、水産加工業協同組合連合会にあ

っては、「第１００条第３項において準用する同法第４２条第１項」と変更するこ

と。 

また、連合会の場合にあっては、「組合員」とあるのを「会員」と変更すること。 

  



- 69 - 

 

様式第４７号（規則第２８条第１項第４号関係） 

 

理事の責任追及の提訴請求届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第４４条において準用する会社法第８４７条第１項の規定に基づく

組合員から理事の責任を追及する訴えの提起の請求を受けましたので、関係種類を添えて

届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）請求書の写し 

（２）請求に対する措置方針 

 

注）「第４４条」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３項において

準用する同法第４４条」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条第３項におい

て準用する同法第４４条」と、水産加工業協同組合連合会にあっては、「第１００条

第３項において準用する同法第４４条」と変更すること。 

また、連合会の場合にあっては、「組合員」とあるのを「会員」と変更すること。 

  



- 70 - 

 

様式第４８号（規則第２８条第１項第５号関係） 

 

理事の責任追及の提訴届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第４４条において準用する会社法第８４７条第３項の規定に基づく

組合員が組合のために理事の責任を追及する訴えの提起をしましたので、関係種類を添え

て届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）訴えの提起に至る経過を記載した書類  

 

注）「第４４条」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３項において

準用する同法第４４条」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条第３項におい

て準用する同法第４４条」と、水産加工業協同組合連合会にあっては、「第１００条

第３項において準用する同法第４４条」と変更すること。 

また、連合会の場合にあっては、「組合員」とあるのを「会員」と変更すること。 

  



- 71 - 

 

様式第４９号（規則第２８条第１項第６号関係） 

 

水産業協同組合参事解任請求届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第４６条第１項の規定に基づく組合員から参事の解任請求を受けま

したので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）請求書の写し 

（２）請求に対する措置方針 

（３）請求日並びに請求日現在における組合員（准組合員を除く。）の総数及び請求

に同意した組合員（准組合員を除く。）の数を記載した書類 

 

注）「第４６条第１項」とあるのを、漁業生産組合にあっては「第８６条第２項において

準用する同法第４６条第１項」と、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３項

において準用する同法第４６条第１項」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６

条第３項において準用する同法第４６条第１項」と、水産加工業協同組合連合会にあ

っては、「第１００条第３項において準用する同法第４６条第１項」と変更するこ

と。 

また、連合会の場合にあっては、「組合員」とあるのを「会員」と変更すること。 

さらに、会計主任の場合にあっては、「参事」とあるのを「会計主任」と変更するこ

と。 

  



- 72 - 

 

様式第５０号（規則第２８条第１項第７号関係） 

 

水産業協同組合総会招集請求届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第４７条の２第２項の規定に基づく組合員から総会招集の請求を受

けましたので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）請求書の写し 

（２）請求に対する措置方針 

（３）請求日並びに請求日現在における組合員（准組合員を除く。）の総数及び請求

に同意した組合員（准組合員を除く。）の数を記載した書類 

 

注）「第４７条の２第２項」とあるのを、漁業生産組合にあっては「第８６条第２項にお

いて準用する同法第４７条の２第２項」と、漁業協同組合連合会にあっては「第９２

条第３項において準用する同法第４７条の２第２項」と、水産加工業協同組合にあっ

ては「第９６条第３項において準用する同法第４７条の２第２項」と、水産加工業協

同組合連合会にあっては「第１００条第３項において準用する同法第４７条の２第２

項」と変更すること。 

また、連合会の場合にあっては、「組合員」とあるのを「会員」と変更すること。 

さらに、総代会の場合にあっては、「総会」とあるのを「総代会」と、「第４７条の

２第２項」とあるのを「第５２条第６項において準用する同法第４７条の２第２項」

と変更すること。 

  



- 73 - 

 

様式第５１号（規則第２８条第１項第８号関係） 

 

決議の不存在（無効の確認）の提訴届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第５１条で準用する会社法第８３０条の規定に基づく総会又は総代

会の決議の不存在（無効の確認）を求める訴えの提起を受けましたので、関係種類を添え

て届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）訴えの提起に至る経過を記載した書類  

 

注）「第５１条」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３項において

準用する同法第５１条」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条第３項におい

て準用する同法第５１条」と、水産加工業協同組合連合会にあっては、「第１００条

第３項において準用する同法第５１条」と変更すること。 

  



- 74 - 

 

様式第５２号（規則第２８条第１項第９号関係） 

 

決議の取消しの提訴届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第５１条で準用する会社法第８３１条第１項の規定に基づく組合員、

理事、監事又は清算人から決議の取消しを求める訴えの提起を受けましたので、関係種類

を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）訴えの提起に至る経過を記載した書類  

 

注）「第５１条」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３項において

準用する同法第５１条」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条第３項におい

て準用する同法第５１条」と、水産加工業協同組合連合会にあっては、「第１００条

第３項において準用する同法第５１条」と変更すること。 

また、連合会の場合にあっては、「組合員」とあるのを「会員」と変更すること。 

  



- 75 - 

 

様式第５３号（規則第２８条第１項第１０号関係） 

 

破産手続開始申立届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

破産法第１８条第１項の規定に基づく破産手続開始の申立てをしましたので、関係種

類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）関係書類（破産手続開始申立書や陳述書、債権者一覧表等）の写し  

（２）財産目録及び貸借対照表（非出資組合にあっては、財産目録） 

（３）裁判所の受領書の写し 

 

注）申立者が組合等の理事若しくは清算人の場合にあっては「破産法第１８条第１項」と

あるのを、「破産法第１９条第４項において準用する同条第１項及び第２項」と変更

すること。 

  



- 76 - 

 

様式第５４号（規則第２８条第１項第１１号関係） 

 

破産手続開始決定届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

破産法第３０条第１項の規定に基づく破産手続開始の決定を受けたので、関係種類を

添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）破産手続開始の決定を受けた年月日及びその経過の概要を記載した書類 

（２）破産手続開始の決定日における財産目録及び貸借対照表（非出資組合にあって

は、財産目録） 

（３）破産手続開始決定通知書等の写し 

  



- 77 - 

 

様式第５５号（規則第２９条第１項関係） 

 

役員の職務代行者の選任請求書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                    利害関係人（代表）住所 

                             氏名      

 

水産業協同組合法第４３条第１項の規定に基づき、役員の職務を行う者がないため、

遅滞により損害を生ずるおそれがありますので、一時役員の職務を行う者の選任を、関係

書類を添えて請求します。 

 

 

【添付書類】 

（１）請求するに至った経過、損害を生ずおそれのある理由その他組合の現況を具体

的に記載した書類 

（２）請求者が利害関係人であることを証する書類 

（３）請求者が複数であるときは、請求者名簿 

 

注）「第４３条第１項」とあるのを、漁業生産組合にあっては「第８６条第２項において

準用する同法第４３条第１項」と、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３項

において準用する同法第４３条第１項」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６

条第３項において準用する同法第４３条第１項」と、水産加工業協同組合連合会にあ

っては「第１００条第３項において準用する同法第４３条第１項」と変更すること。 

  



- 78 - 

 

様式第５６号（規則第２９条第１項関係） 

 

役員選挙（選任）総会の開催請求書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                    利害関係人（代表）住所 

                             氏名      

 

水産業協同組合法第４３条第１項の規定に基づき、役員の職務を行う者がないため、

遅滞により損害を生ずるおそれがありますので、役員を選挙（選任）する総会の招集を、

関係書類を添えて請求します。 

 

 

【添付書類】 

（１）請求するに至った経過、損害を生ずおそれのある理由その他組合の現況を具体

的に記載した書類 

（２）請求者が利害関係人であることを証する書類 

（３）請求者が複数であるときは、請求者名簿 

 

注）「第４３条第１項」とあるのを、漁業生産組合にあっては「第８６条第２項において

準用する同法第４３条第１項」と、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３項

において準用する同法第４３条第１項」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６

条第３項において準用する同法第４３条第１項」と、水産加工業協同組合連合会にあ

っては「第１００条第３項において準用する同法第４３条第１項」と変更すること。 

  



- 79 - 

 

様式第５７号（規則第２９条第２項関係） 

 

代表理事の職務代行者の選任請求書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                    利害関係人（代表）住所 

                             氏名      

 

水産業協同組合法第４３条第３項の規定に基づき、代表理事の職務を行う者がないた

め、遅滞により損害を生ずるおそれがありますので、一時代表理事の職務を行う者の選任

を、関係書類を添えて請求します。 

 

 

【添付書類】 

（１）請求するに至った経過、損害を生ずおそれのある理由その他組合の現況を具体

的に記載した書類 

（２）請求者が利害関係人であることを証する書類 

（３）請求者が複数であるときは、請求者名簿 

 

注）「第４３条第３項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３項に

おいて準用する同法第４３条第３項」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条

第３項において準用する同法第４３条第３項」と、水産加工業協同組合連合会にあっ

ては「第１００条第３項において準用する同法第４３条第３項」と変更すること。 

  



- 80 - 

 

様式第５８号（規則第３０条関係） 

 

水産業協同組合検査請求書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                     請求代表者の所属組合の名称 

住所 

氏名        

 

水産業協同組合法第１２３条第１項の規定に基づき、組合の業務又は会計が法令や定

款、規約などに違反する疑いがありますので、業務及び会計の状況の検査を、関係書類を

添えて請求します。 

 

 

【添付書類】 

（１）請求理由書（請求するに至った経過等を含む。） 

（２）同意者名簿 

（３）請求日現在における組合員の総数に対する同意する組合員の数の割合を記載し

た書類 

 

注）連合会の場合にあっては、「組合員」とあるのを「会員」と変更すること。 

  



- 81 - 

 

様式第５９号（規則第３１条関係） 

 

決議（選挙、当選）の取消請求書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                     請求代表者の所属組合の名称 

住所 

氏名        

 

水産業協同組合法第１２５条第１項の規定に基づき、総会の招集手続、決議の方法又は

選挙が法令、定款又は規約などに違反がありますので、決議（選挙、当選）の取消しを、

関係書類を添えて請求します。 

 

【添付書類】 

（１）請求理由書（請求するに至った経過等を含む。） 

（２）同意者名簿 

（３）請求日現在における組合員（准組合員を除く。）の総数に対する同意する組合

員（准組合員を除く。）の数の割合を記載した書類 

 

注）連合会の場合にあっては、「組合員」とあるのを「会員」と変更すること。 

  



- 82 - 

 

様式第６０号（規則第３２条関係） 

 

水産業協同組合解散認可申請書 

 

                               年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第６８条第２項の規定に基づき、解散について認可を受けたいので、

関係書類を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）解散理由書  

（２）解散を決議した総会の議事録謄本 

（３）清算人名簿 

（４）最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書  

 

注）「第６８条第２項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９１条第２項」

と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条第５項において準用する同法第６８条

第２項」と、水産加工業協同組合連合会にあっては「第１００条第５項において準用

する同法第９１条第２項」と変更すること。 

  



- 83 - 

 

様式第６１号（規則第３３条第１項関係） 

 

水産業協同組合解散届 

 

                               年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表清算人の氏名      

 

水産業協同組合法第６８条第４項の規定に基づき、解散をしましたので、関係書類を添

えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）登記事項証明書 

２ 総会の決議によって解散をした場合の追加書類 

（１）解散を決議した総会の議事録謄本 

（２）最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書（非出資組合にあっては、財産目

録） 

（３）清算人名簿 

３ 存続時期の満了によって解散をした場合の追加書類 

（１）存続時期の満了となった年月日及びその経過の概要を記載した書類 

（２）清算人名簿 

４ 破産手続き開始の決定によって解散をした場合の追加書類 

（１）破産手続開始の決定を受けた年月日及びその経過の概要を記載した書類  

（２）破産手続開始の決定日における財産目録及び貸借対照表（非出資組合にあって

は、財産目録） 

（３）破産手続開始決定通知書等の写し 

 

注）「第６８条第４項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９１条第４項」

と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条第５項において準用する同法第６８条

第４項」と、水産加工業協同組合連合会にあっては「第１００条第５項において準用

する同法第９１条第４項」と変更すること。 

  



- 84 - 

 

様式第６２号（規則第３３条第２項関係） 

 

水産業協同組合解散届 

 

                               年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表清算人の氏名      

 

水産業協同組合法第６８条第６項の規定に基づき、解散をしましたので、関係書類を添

えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）組合員（准組合員を除く。）が規定する人数未満となった年月日及びその経過

の概要を記載した書類 

（２）清算人名簿 

（３）組合員（准組合員を除く。）が規定する人数未満となった日における財産目録

及び貸借対照表（非出資組合にあっては、財産目録） 

 

注）「第６８条第５項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９１条第５項」

と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条第５項において準用する同法第６８条

第５項」と、水産加工業協同組合連合会にあっては「第１００条第５項において準用

する同法第９１条第５項」と変更すること。 

  



- 85 - 

 

様式第６３号（規則第３３条の２関係） 

 

水産業協同組合継続届 

 

                               年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第６８条の３第１項の規定に基づき、継続をしましたので、関係書類

を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）継続理由書 

（２）継続を決議した総会の議事録謄本  

 

注）「第６８条の３第１項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第５

項において準用する同法第６８条の３第１項」と、水産加工業協同組合にあっては

「第９６条第５項において準用する同法第６８条の３第１項」と、水産加工業協同組

合連合会にあっては「第１００条第５項において準用する同法第６８条の３第１項」

と変更すること。 

  



- 86 - 

 

様式第６４号（規則第３４条関係） 

 

水産業協同組合解散登記完了届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表清算人の氏名      

 

組合等登記令第７条の規定に基づく解散登記を完了しましたので、登記事項証明書を

添えて届け出ます。 

  



- 87 - 

 

様式第６５号（規則第３５条関係） 

 

水産業協同組合財産処分の方法等届 

 

                               年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表清算人の氏名      

 

水産業協同組合法第７５条第１項の規定に基づく財産目録、貸借対照表及び財産処分

の方法についての承認を総会において得ましたので、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）財産目録 

（２）貸借対照表（非出資組合にあっては不要） 

（３）財産処分の方法を記載した書類 

（４）総会議事録謄本 

 

注）「第７５条第１項」とあるのを、漁業生産組合にあっては「第８６条第４項において

準用する同法第７５条第１項」と、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第５項

において準用する同法第７５条第１項」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６

条第５項において準用する同法第７５条第１項」と、水産加工業協同組合連合会にあ

っては「第１００条第５項において準用する同法第７５条第１項」と変更すること。 

  



- 88 - 

 

様式第６６号（規則第３６条第１項関係） 

 

水産業協同組合清算結了登記完了届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表清算人の氏名      

 

組合等登記令第１０条の規定に基づく清算結了の登記を完了しましたので、登記事項

証明書を添えて届け出ます。 

  



- 89 - 

 

様式第６７号（規則第３７条第１項関係） 

 

水産業協同組合合併認可申請書 

 

                               年  月  日 

 

三重県知事        あて 

 

                 設立委員長 組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第６９条第２項の規定に基づき、（組合の名称）と（組合の名称）

との合併による（組合の名称）の設立について認可を受けたいので、関係書類を添えて申

請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）合併の理由書  

（２）合併により設立される組合の定款（定款附属書漁業協同組合役員選挙（選

任）規程、定款附属書組合員資格審査規程等必要な規程を含む。）  

（３）合併により設立される組合の事業計画書（合併及び合併後の事業経営につい

ての基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を

含む事業年度以後３事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。）  

（４）合併の経過報告書  

（５）合併を決議した総会の議事録謄本  

（６）合併契約の内容を記載した書類（合併契約書及び覚書の謄本）  

（７）合併により設立される組合の組合員数、出資の総口数及び総額並びに事務所の

位置を記載した書類 

（８）組合の債権者の閲覧に供するために作成した計算書類（財産目録及び貸借対

照表等、非出資組合にあっては財産目録）  

（９）官報での公告及び債権者への各別の催告又は定款に規定する新聞への掲載若し

くは電子公告並びに債権者から異議のないことの確認及び異議を述べた債権者

に弁済若しくは担保の提供又は金融機関への財産の信託の手続を経たことを証

する書類（官報の写し等） 

（10）合併により設立される組合の役員の履歴書並びに理事の定数の３分の２以上が

組合員（准組合員を除く。）である資格及び水産物の販売等に関し実践的な能

力を有する理事がいる場合はこれを証する書類 

（11）各組合の総会において組合員（准組合員を除く。）の中から選任された設立委

員であることを証する書類及び設立委員会の議事録謄本  
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注）「第６９条第２項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第５項に

おいて準用する同法第６９条第２項」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６

条第５項において準用する同法第６９条第２項」と、水産加工業協同組合連合会に

あっては「第１００条第５項において準用する同法第６９条第２項」と変更するこ

と。 
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様式第６８号（規則第３７条第２項関係） 

 

水産業協同組合合併認可申請書 

 

                               年  月  日 

 

三重県知事        あて 

 

                    存続する組合の名称 

代表者の氏名        

 

                    解散する組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第６９条第２項の規定に基づき、（組合の名称）が（組合の名称）

を吸収合併することについて認可を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）合併の理由書  

（２）合併により存続する組合の定款（定款附属書漁業協同組合役員選挙（選任）

規程、定款附属書組合員資格審査規程等必要な規程を含む。）  

（３）合併により存続する組合の事業計画書（合併及び合併後の事業経営について

の基本方針に関する事項、施設の統合整備に関する事項並びに合併の日を含

む事業年度以後３事業年度の事業計画を内容に含むものに限る。）  

（４）合併の経過報告書  

（５）合併を決議した総会の議事録謄本  

（６）合併契約の内容を記載した書類（合併契約書及び覚書の謄本）  

（７）合併により存続する組合の組合員数、出資の総口数及び総額並びに事務所の位

置を記載した書類 

（８）組合の債権者の閲覧に供するために作成した計算書類（財産目録及び貸借対

照表等、非出資組合にあっては財産目録）  

（９）官報での公告及び債権者への各別の催告又は定款に規定する新聞への掲載若し

くは電子公告並びに債権者から異議のないことの確認及び異議を述べた債権者

に弁済若しくは担保の提供又は金融機関への財産の信託の手続を経たことを証

する書類（官報の写し等） 

（10）合併により存続する組合の役員の履歴書及び理事の定数の３分の２以上が組合

員（准組合員を除く。）である資格を証する書類 
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３ 合併により存続する組合が、法第６９条の２第１項の規定に基づく総会の決議を経な

い場合の追加書類 

（１）合併により存続する組合が、合併を決議した理事会の議事録謄本 

（２）合併により消滅する組合の総組合員（准組合員を除く。）の数が、存続する組

合の総組合員の数の５分の１を超えていないことを証する書類 

（３）合併により消滅する組合の最終の貸借対照表において現存する資産の額が、合

併により存続する組合の最終の貸借対照表において現存する資産の額の５分の

１を超えていないことを証する書類 

（４）合併により存続する組合の総組合員の６分の１以上の組合員（准組合員を除

く。）が、合併に反対の意思の通知を行っていないことを証する書類 

なお、合併を決議した総会の議事録謄本については、合併により解散する組合の

もののみとする。 

 

注）「第６９条第２項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第５項に

おいて準用する同法第６９条第２項」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条

第５項において準用する同法第６９条第２項」と、水産加工業協同組合連合会にあっ

ては「第１００条第５項において準用する同法第６９条第２項」と変更すること。 
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様式第６９号（規則第３８条関係） 

 

連合会の権利義務の包括承継認可申請書 

 

                               年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

 

水産業協同組合法第９１条の２第２項において準用する法第６９条第２項の規定に基

づき、当組合は、（連合会の名称）の権利義務の包括承継について認可を受けたいので、

関係書類を添えて申請します。 

 

 

【添付書類】 

（１）承継の理由書  

（２）承継後の組合の定款（定款附属書漁業協同組合役員選挙（選任）規程、定款

附属書組合員資格審査規程等必要な規程を含む。）  

（３）承継後の組合の事業計画書（承継後の事業経営についての基本方針に関する

事項、施設の統合整備に関する事項及び承継の日を含む事業年度以後３事業

年度の事業計画を内容に含むものに限る。）  

（４）承継の経過報告書  

（５）承継を決議した総会の議事録謄本  

（６）承継契約の内容を記載した書類（承継契約書及び覚書の謄本）  

（７）組合の債権者の閲覧に供するために作成した計算書類（財産目録及び貸借対

照表等、非出資組合にあっては財産目録）  

（８）官報での公告及び債権者への各別の催告又は定款に規定する新聞への掲載若し

くは電子公告並びに債権者から異議のないことの確認及び異議を述べた債権者

に弁済若しくは担保の提供又は金融機関への財産の信託の手続を経たことを証

する書類（官報の写し等） 

（９）連合会の会員に準会員がいないことを証する書類 

（10）持分が第三者の権利の目的となっていないことを証する書類 

 

注）「第９１条の２第２項」とあるのを、水産加工業協同組合連合会にあっては「第  

１００条第５項において準用する同法第９１条の２第２項」と変更すること。 
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様式第７０号（規則第３９条関係） 

 

水産業協同組合合併（承継）登記完了届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

組合等登記令第８条の規定に基づく合併（承継）の登記を完了しましたので、登記事

項証明書を添えて届け出ます。 

  



- 95 - 

 

様式第７１号（規則第４０条第１項関係） 

 

漁業生産組合設立届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第８５条の２第４項の規定に基づき、組合を設立しましたので、関

係書類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）登記事項証明書 

（２）定款（定款附属書漁業生産組合役員選挙（選任）規程等必要な規程を含む。）  

（３）事業計画書 

（４）設立経過報告書 
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様式第７２号（規則第４０条第２項関係） 

 

漁業生産組合定款変更届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第８４条の７第２項の規定に基づき、定款を変更しましたので、関

係書類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）変更後の定款 

（２）変更理由書 

（３）変更条文の新旧対照表 
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様式第７３号（規則第４０条第３項関係） 

 

漁業生産組合合併届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第８５条の５第３項の規定に基づき、組合を合併しましたので、関

係書類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）登記事項証明書（合併によって設立した生産組合にあっては、登記事項証明書

及び定款） 

（２）合併後存続し、又は合併により設立した生産組合の事業計画書 

（３）合併経過報告書 
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様式第７４号（規則第４０条第４項関係） 

 

漁業生産組合解散届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第８５条の４第２項の規定に基づき、組合を解散しましたので、関

係書類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）登記事項証明書 

（２）最近の財産目録及び貸借対照表 

（３）総会の決議によって解散した場合にあっては、解散の決議に係る総会の議事録

謄本 

（４）破産手続開始の決定又は存続時期の満了となった場合にあっては、その年月日

及び経過の概要を記載した書類 

（５）破産手続開始の決定の場合にあっては、破産手続開始決定通知書等の写し  

（６）法第８５条の４第１項に規定する生産組合員が３人未満になり、そのなった日

から引き続き６月間その生産組合員が３人以上にならなかった場合に、その６

月を経過して解散するときにあっては、その年月日及び経過の概要を記載した

書類 
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様式第７５号（規則第４０条第５項関係） 

 

漁業生産組合破産手続開始申立届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第８５条の８第１項の規定に基づき、破産手続開始の申立てをしま

したので、関係種類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）関係書類（破産手続開始申立書や陳述書、債権者一覧表等）の写し  

（２）財産目録及び貸借対照表 

（３）裁判所の受領書の写し 

（４）破産手続開始の公告の写し 
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様式第７６号（規則第４０条第６項関係） 

 

漁業生産組合清算結了届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表清算人の氏名      

 

水産業協同組合法第８５条の１４の規定に基づき、清算を結了しましたので、関係種

類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）登記事項証明書 

（２）清算事務決算報告書 
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様式第７７号（規則第４０条第７項関係） 

 

漁業生産組合組織変更届 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

水産業協同組合法第８６条の１０の規定に基づき、組合を組織変更しましたので、関

係書類を添えて届け出ます。 

 

 

【添付書類】 

（１）登記事項証明書 

（２）組織変更計画書 

（３）組織変更の決議に係る総会の議事録謄本 
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様式第７８号（規則第４０条第８項関係） 

 

漁業生産組合業務報告書提出書 

 

                                 年  月  日 

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

当組合の第  事業年度の業務報告書を提出します。 

 



 

 

 

 

 

 

別 表 ２  
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参考様式１（様式第３号関係） 

 

○○漁業にかかる自営事業計画書 

 

１．事業の目的 

 

２．事業実施場所（地区） 

 

３．３ヶ年生産計画 

年度 

 

魚種 

○○年度 ○○年度 ○○年度 

 
生産量（㎏）    

生産額（千円）    

 
生産量（㎏）    

生産額（千円）    

合計 
生産量（㎏）    

生産額（千円）    

 

４．３ヶ年収支計画 

       年度 

 

科目 

○○年度 ○○年度 ○○年度 特記事項 

収

入 

     

     

小計     

支

出 

     

     

     

     

     

     

     

     

小計     

営業利益     

 

５．従事者数： 

  



- 104 - 

 

参考様式２（様式第３号関係）  

 

出資一口の増額について書面による同意のあったことの証明書  

 

 

年  月  日  

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

 

下記のとおり、出資一口の増額について書面による同意があったことを証明します。  

 

記  

 

組合の総組合員数  左のうち同意者数  

                       

 

（注）別途組合員の自署による同意書を保管しておくこと。  
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参考様式３（様式第３号、第２５号及び第２７号関係） 

 

債権者保護に関する手続きについての証明書 

（異議を述べた債権者がいない場合） 

 

  

  年  月  日開催の第  回通常総会における決議による出資一口の金額の

減少について、水産業協同組合法第５３条第３項の規定に基づき、別添写しのとおり債権

者に対して官報での公告及び○○新聞での広告をしたところ、所定の期間内に異議を述べ

た債権者がなかったことに相違ありません。 

 

 

年  月  日 

 

                    組合の名称 

代表者の氏名           

 

 

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

年  月  日 

 

 

                    代表監事の氏名            

 

 

注）「第５３条第３項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３項に

おいて準用する同法第５３条第３項」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条

第３項において準用する同法第５３条第３項」と、水産加工業協同組合連合会にあっ

ては「第１００条第３項において準用する同法第５３条第３項」と変更すること。 

また、債権者へ各別に催告を行った場合にあっては、「第５３条第３項」とあるのを

「第５３条第２項」と、「○○新聞での広告」とあるのを「各別への催告」と変更す

ること。 
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信用事業の全部（一部）の譲渡（様式第２５号関係）の場合 

注）「出資一口の金額の減少」とあるのを「信用事業の全部（一部）の譲渡」と、「第 

５３条第３項」とあるのを、「第５４条の２第６項において準用する同法第５３条第

３項」と変更すること。 

また、債権者へ各別に催告を行った場合にあっては、「第５３条第３項」とあるのを

「第５４条の２第６項において読み替えて準用する同法第５３条第２項」と、「○○

新聞での広告」とあるのを「各別への催告」と変更すること。 

さらに、「第５４条の２第６項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第  

９２条第３項において準用する同法第５４条の２第６項」と、水産加工業協同組合

にあっては「第９６条第３項において準用する同法第５４条の２第６項」と、水産

加工業協同組合連合会にあっては「第１００条第３項において準用する同法第５４

条の２第６項」と変更すること。 

 

共済事業の全部（一部）の譲渡（様式第２７号関係）の場合 

注）「出資一口の金額の減少」とあるのを「共済事業の全部（一部）の譲渡」と、「第 

５３条第３項」とあるのを、「第５４条の４第３項において準用する同法第５３条第

３項」と変更すること。 

また、債権者へ各別に催告を行った場合にあっては、「第５３条第３項」とあるのを

「第５４条の４第３項において読み替えて準用する同法第５３条第２項」と、「○○

新聞での広告」とあるのを「各別への催告」と変更すること。 

さらに、「第５４条の４第３項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第 

９２条第３項において準用する同法第５４条の４第３項」と、水産加工業協同組合

にあっては「第９６条第３項において準用する同法第５４条の４第３項」と、水産

加工業協同組合連合会にあっては「第１００条第３項において準用する同法第５４

条の４第３項」と変更すること。 
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参考様式４（様式第３号、第２５号及び第２７号関係） 

 

債権者保護に関する手続きについての証明書 

（異議を述べた債権者を害するおそれがない場合） 

 

  

  年  月  日開催の第  回通常総会における決議による出資一口の金額の

減少について、別添写しのとおり官報での公告及び○○新聞での広告をしたところ、下記

の者から異議の申し出がありました。 

この債権者の下記の債権については、水産業協同組合法第５４条第２項に基づく弁済期

における弁済が確実であり、出資一口の金額の減少をしても同債権者を害するおそれがな

いことに相違ありません。 

 

記 

１．債権の概要 

債権者 

債権額               円 

弁済期         年  月  日 

担保の有無 

２．組合の資産状況等 

財産目録及び貸借対照表のとおり 

 

 

年  月  日 

 

                    組合の名称 

代表者の氏名           

 

 

注）「第５４条第３項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第９２条第３項に

おいて準用する同法第５４条第３項」と、水産加工業協同組合にあっては「第９６条

第３項において準用する同法第５４条第３項」と、水産加工業協同組合連合会に あ

っては「第１００条第３項において準用する同法第５４条第３項」と変更すること。 

また、法第５３条第２項に基づく債権者へ各別に催告を行った場合には、「○○新聞

での広告」とあるのを「各別への催告」と変更すること。 

なお、「弁済期における弁済が確実であり」とあるのを、法第５４条第２項に基づ

く担保の提供を行った場合にあったは、「別添担保提供証明書のとおり、相当の担

保を提供しており」と、信託会社等への財産の信託を行った場合にあったは、「別

添信託契約書のとおり、弁済を目的とした相当財産の信託をしており」と変更する

こと。 
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信用事業の全部（一部）の譲渡（様式第２５号関係）の場合 

注）「出資一口の金額の減少」とあるのを「信用事業の全部（一部）の譲渡」と、「第 

５４条第２項」とあるのを、「第５４条の２第６項において準用する同法第５４条第

２項」と変更すること。 

また、債権者へ各別に催告を行った場合には、「○○新聞での広告」とあるのを「各

別への催告」と変更すること。 

さらに、「第５４条の２第６項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第  

９２条第３項において準用する同法第５４条の２第６項」と、水産加工業協同組合

にあっては「第９６条第３項において準用する同法第５４条の２第６項」と、水産

加工業協同組合連合会にあっては「第１００条第３項において準用する同法第５４

条の２第６項」と変更すること。 

 

共済事業の全部（一部）の譲渡（様式第２７号関係）の場合 

注）「出資一口の金額の減少」とあるのを「共済事業の全部（一部）の譲渡」と、「第 

５４条第２項」とあるのを、「第５４条の４第３項において準用する同法第５４条第

２項」と変更すること。 

また、債権者へ各別に催告を行った場合には、「○○新聞での広告」とあるのを「各

別への催告」と変更すること。 

さらに、「第５４条の４第３項」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「第 

９２条第３項において準用する同法第５４条の４第３項」と、水産加工業協同組合

にあっては「第９６条第３項において準用する同法第５４条の４第３項」と、水産

加工業協同組合連合会にあっては「第１００条第３項において準用する同法第５４

条の４第３項」と変更すること。 
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参考様式５（様式第３号関係）  

 

水産業協同組合法第１７条第１項に基づく常時従事者に係る証明書  

 

 

年  月  日  

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

 

下記のとおり、常時従事する者の１／３以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする

者であることを証明します。  

 

記  

 

漁業の名称  総従事者数  

左のうち組合員数又は  

組合員と世帯を同じく  

する者の数  

             

   

 

（注）別途組合員又は組合員と世帯を同じくする者を明記した従事者名簿を整備して  

おくこと。  
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参考様式６（様式第３号関係）  

 

水産業協同組合法第１７条第２項に基づく書面による同意のあったことの証明書  

 

 

年  月  日  

 

 

三重県知事        あて 

 

 

                       組合の名称 

代表者の氏名        

 

 

下記のとおり、水産業協同組合法第１７条第２項に基づく書面による同意があったこ

とを証明します。  

 

記  

 

漁業の名称  組合の総組合員数  左のうち同意者数  

             

   

 

（注）別途組合員の自署による同意書を保管しておくこと。  
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参考様式７（様式第１６号関係） 

 

信用供与等限度額の特例承認に係る理由書 

 

（１）自己資本の額及び信用供与等限度額 

（単位：百万円） 

自己資本の額 

Ａ 

 

信用供与等限度額 

Ｂ＝Ａ×25％ 

 

 

（２）同一人に対する信用の供与等の詳細 

（単位：百万円） 

信用の供与等を受ける者 
 

信用の供与等を受ける者の所在地 
 

信用の供与等を受ける者の 

事業の内容 

 

取引の概要 

 

信用の供与等の額 

Ｃ＝Ｄの合計－Ｅ 

 

各勘定科目の信用の供与等の額 

（控除前） 

Ｄ 

 

控除項目の額 

Ｅ 

 

信用供与等限度額を超過する額 

Ｆ＝Ｃ－Ｂ 

 

自己資本の額に対する比率 

Ｆ／Ａ 

 

                 ％ 

理   由 
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※記入上の留意点 

１．信託業務を営む組合が元本補填付き金銭信託に係る信託契約を締結している場

合には、組合勘定と元本補填付き金銭信託に係る信託勘定の合計を記載する。  

２．「自己資本の額」欄には、信用事業命令第１５条第２項に定める自己資本の額

（法第１１条の１４第２項（法第９２条第１項において準用する場合を含む。）

による承認の申請の場合は、信用事業命令第１８条第４項に定める自己資本の純

合計額）を記載すること。 

なお、直近決算期末（直近が仮決算期末の場合は直近仮決算期末。以下同じ。）

以降に自己資本額が大きく変動するような事案が生じている場合を除き、直近決

算期末の計数を欄外にそのことを明記した上で用いることができる。 

３．「信用の供与等を受ける者」欄には、受信者グループに属する信用の供与等を

受けている者の全てを記載する。 

４．「信用の供与等を受ける者の事業の内容」欄には、受信者グループに属する信

用の供与等を受けている者の全てについて、「統計調査に用いる産業分類並びに

疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称

及び分類表を定める等の件」に定める日本標準産業分類表に掲げる中分類（大分

類Ｊ－金融業、保険業に属する場合にあっては細分類）により記載する。  

５．「取引の概要」欄には、受信者グループに属する信用の供与等を受けている者

との取引のうち主たるものの内容が分かるように記載する。 

（記載例）・○○に対する設備資金の融資 

・○○の発行する第○回普通社債（○○年○月○日償還）の保有 

６．「各勘定科目の信用の供与等の額（控除前）」欄には、以下の勘定科目毎に信

用の供与等の額を記載する。 

「買現先」（信用事業命令第１４条第１項第２号）、「貸出金」（同項第３

号）、「債務保証見返」（同条第２項）、「債務の保証」（平成２６年金融庁・

農林水産省告示第１２号（以下「告示」という。）第２条）、「株式及び出資」

（信用事業命令第１４条第３項）、「預け金」（同条第４項第１号）、「債券貸

借取引支払保証金」（同項第２号）、「買入手形」（同項第３号）、「買入金銭

債権」（同項第４号）、「金銭の信託」（同項第５号）、「商品有価証券」（同

項第６号）、「有価証券（社債等）」（同項第７号）、「外国為替」（同項第８

号）、「その他資産」（同項第９号）、「コミットメント等」（告示第３条第１

号）、「デリバティブ」（同条第２号）、 「証券化エクスポージャーに該当する

オフ・バランス取引」（同条第３号） 

７．「自己資本の額に対する比率」欄には、小数第２位（小数第３位以下を四捨五

入）まで記載する。 

８．「理由」欄には、信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなるや

むを得ない理由、信用供与等限度額超過の解消に向けた今後の取組み（信用供与

等限度額超過の解消に向けた計画を策定しない場合にはその理由を含む。）等を

具体的に記載する。 
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参考様式８（様式第３３号から第３５号及び第３７号関係） 

 

子会社の概要書 

 

会

社

の

概

要 

商号又は名称 
 

 

主たる営業所又は 

事務所の位置 

 

 

 

従たる営業所の所在地 
 

 

業務の内容 

 

 

 

 

 

（省令第８８条（第８５条又は信用事業命令第２６条） 

第○項第○号に該当）  

資本金 
 

 

 

役員の役職名及び氏名 

 

 

 

 

 

 

会社の状況 

(直近の決算期より) 

売上高： 

経常損益： 

当期損益： 

総資産： 

 

 

役員及び従業員の数 
 

 

 

主要株主等の構成 

Ａ社    個（総株主の議決権に対する割合  ％） 

Ｂ社    個（総株主の議決権に対する割合  ％） 

Ｃ社    個（総株主の議決権に対する割合  ％） 

保有議決権数 個（総株主の議決権に対する割合  ％） 

理由 

 

 

 

 

 

 

事実の発生した（する）期日 年  月  日（ ）  

 

※記入上の留意点 

１．「会社の状況」については、当該会社の規模、収益状況等会社の財務状況がわ

かる項目を適宜記入する。ただし、本欄の項目に必ずしもこだわらない。  

２．変更の場合は、変更する項目欄について、変更前及び変更後に区分して記載す

る。  
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参考様式９（様式第３７号関係） 

 

財務・管理状況報告書 

 

子会社等の名称 
 

 

連結対象 連結の範囲 ・ 持分法の適用 

法人の形態  

業種区分  

業種区分の備考  

設立等事由 

 

 

 

設立年月日  

特記事項 

 

 

 

保有議決権割合 

当組合保有分 （％）  

組合の子会社及び子法人等保有分 （％）  

他の組合保有分 （％）  

その他 （％）  

計 （％）  

会社の役員数 （人）  

 うち組合出身の役員・使用人の数 （人）  

財産状態 

資 産 計 （千円）  

 うち当組合に対する債権 （千円）  

負 債 計 （千円）  

 うち当組合配当額に対する債務 （千円）  

資 本 計 （千円）  

 うち資本金 （千円）  

損益状況 

当期売上高 （千円）  

経常利益 （千円）  

当期純利益 （千円）  

剰余金の配当状況 配当額 （千円）  

管理

状況 

管理・運営

の基本方針 

組合の中長期的な経営計画及び経営戦略の中で

の子会社等の位置付け及び役割の明確化の有無 
有 ・ 無 

子会社等における経営計画及び経営戦略の策定

の有無 
有 ・ 無 

子会社等の

管理業務の

所管 

子会社等の管理部門 
 

 

子会社等管理規程の有無 有 ・ 無 

理事会への

報告 

子会社等決算概況 有 ・ 無 

子会社等事業実績の有無 有 ・ 無 

その他理事会が指示した事項 有 ・ 無 

監査 有 ・ 無 

備考 
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※記入上の留意点 

１．「事業年度」は、前年４月１日から当年３月３１日の間に終了した事業年度に

ついて（期間内に設立した場合は、３月３１日現在で可能な範囲で）記入する。  

２．管理状況の調査時点は、当該調査年度の４月１日とする。 

３．「連結対象」は、連結の範囲の法人か、持分法の適用により連結財務諸表に計

上される法人かいずれかに○を記入する。 

４．「法人の形態」は、以下の区分から選択し、記号で記入する。 

区分 法人の形態 

イ 子会社 

ロ 子法人等(子会社を除く。) 

ハ 関連法人等 

５．「業種区分」は、主たるものを以下の区分から選択し、記号で記入する。  

区分 業種区分 

Ａ 信用事業（信用事業子会社に該当するもの。） 

Ｂ 共済事業（共済事業子会社に該当するもの。） 

Ｃ 石油供給（Ｄ、Ｅを除く。） 

Ｄ 資材類供給（Ｃ、Ｅを除く。） 

Ｅ 生活物資供給（Ｃ、Ｄを除く。） 

Ｆ 販売事業 

Ｇ 加工事業 

Ｈ 製氷・冷凍冷蔵事業 

Ｉ 自営事業 

Ｊ リース事業 

Ｋ 不動産事業 

Ｌ 旅行事業 

Ｍ 福祉事業 

Ｎ 葬祭業 

Ｏ 運送・輸送業 

Ｐ その他（具体的に業種区分の備考欄に記入する。） 

６．「設立等事由」は、以下の区分から選択し、記号で記入する。 

区分 事由 

１ 組合と就業形態が異なり、統一的労務管理が困難なため 

２ 高度な専門知識又は特殊な技能を必要とするため 

３ 他の組合又は連合会と共同して事業を行うため 

４ 地方公共団体(独立行政法人を含む。）と共同して事業を行うため 

５ その他（具体的に特記事項に記入する。） 

７．「財産状態」は、貸借対照表を、「損益状況」は、損益計算書をもとに作成す

る。 

８．「剰余金の配当状況」は、株主資本等変動計算書に注記された当該事業年度の末

日後に行う剰余金の配当額を記入する。 

９．「子会社等の管理部門」は、具体的な管理部門の名称を記入する。  
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参考様式１０（様式第３８号関係） 

 

不 祥 事 件 の 概 要 

（第  報） 

 

（    年  月  日現在） 

１ 

都道府県名 

 

 

 

２ 

組 合 名 
 

３ 

当初報告 

 

   年  月  日 

 

４ 

発生した部門 

（共済・販売・購買・その

他） 

５ 

不祥事件の 

種類 

（業務上横領・窃盗・ 

詐欺・背任・現金紛

失・強盗・盗難等） 

６ 

当事者の地位 

（管理職・一般職・臨時

職・ 

派遣等） 

７ 

経営上の特徴

等 

ア 組合員数 正 
 

 
エ 貯 金  

       准 
 

 
オ 貸付金  

イ 役員数 理事  
カ 販売取扱高  

監事  

ウ 職員数  
キ 資 本  

（うち信用部門）  

８ 

不祥事件の 

行われた時期 

自      年  月 

至      年  月 

期間   年  か月 

９ 

経過概要 

 

 

 

１０ 

当 事 者 

ア 職名 
 

 

オ 組合等 

（前身団体 

を含む。） 

在職年数 

 

イ 氏名 
 

 

ウ 性別 
 

 
カ 性行、 

私的環境、 

その他 

 

エ 年齢 
 

 

１１ 

原因動機 

（当事者が不正を行うに至った背景・事情を記入する。） 

 

 

１２ 

利用した手口 

（不正の手口のためにとった手段等を記入する。） 

 

 

１３ 

隠ぺいのため

特にとったと

思われる手段 

（不正の隠蔽のためにとった手段等を記入する。） 
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１４ 

発覚の時期等 

ア 発覚の年月   年  月 

イ 発生から 

  発覚までの 

期間 

  年  月 

ウ 不祥事件の発生から発覚までの期間における行政庁検査、連合会 

監査、監事検査、内部検査の実施状況 

行政庁の検査 連合会監査 監事監査 内部検査 

  年 月 日 

 

 

  年 月 日 

 

 

  年 月 日 

 

 

  年 月 日 

 

 

１５ 

発覚の端緒 

（該当に○） 

 

ア 行政庁の検査 イ 連合会監査  ウ 監事監査 エ 内部監査 

オ 警察の調査 カ 投書・電話 キ 役職員の発見 
ク その他 

（    ） 

１６ 

事後措置等 

組合のとった措置 

ア 当事者に対する 

処分 

 

 

 

イ その他 

 

 

 

ウ 司法の措置 

（該当に〇） 

起 訴 有 ・ 無  年  月 

判 決 有罪・無罪 年  月 

罪 名 
 

 

１７ 

被害状況 

被害額 

（Ａ）     千円 
 

補填額又は補填見込額 

（Ｂ）     千円 

当事者  

親 戚  

保証人  

役 員  

職 員  

  

  

  

計  

実被害額 

（Ａ）－（Ｂ） 千円 
 

１８ 

再発防止策等 

コンプライアンス・マニュアル策定の有無 有 ・ 無 

コンプライアンス規程策定の有無 有 ・ 無 

不祥事対応・防止マニュアル策定の有無 有 ・ 無 

連続職場離脱の実施の有無 

（「有」の場合：実施割合（実施者数／職員数）） 

有 ・ 無 

（  ／  ） 

不祥事件等が防

げなかった管理

上の問題点 

（未然に防げなかった組合の問題点を記入する。） 
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１８ 

再発防止策等 

講じた再発防止策  

（発生原因を踏まえ、直ちに実施した再発防止策を具体的に記入す

る。また、再発した組合については、何故前回策定した再発防止策が

有効に機能しなかったのか、反省点を含めて記入する。） 

 

 

講じる再発防止策  

（発生原因を踏まえ、今後講じていく再発防止策を具体的に記入す

る。） 

 

 

 

 

上記再発防止策の履行状況を確認するための手段  

（上記再発防止策の履行状況をチェックするけん制体制（ダブルチェ

ック）を具体的に記入する。また、再発した組合については、前回の

再発防止策の履行状況についても記入する。） 

 

 

１９ 

超過理由 

報告年月日     年  月  日 

（報告遅延理由） 

（行政庁への報告が不祥事件等の発覚した日から

１ヶ月を超えている場合（施行規則第２２４条第

５項に違反する場合)は、報告遅延理由を記入す

る。) 

 

 

 

２０ 

報告書作成者 

 

所属・役職 
 

氏名 
 

 

※記入上の留意点 

１．第１報は、不祥事件等の発生を知った時点で知り得る範囲の情報を速やかに、

本様式に記入して報告すること。 

また、発生原因（調査・解明部署が行った調査結果を含む。）、被害状況、当事

者等への処分及び再発防止策については確定次第、第２報等として、速やかに再報

告すること。 

なお、報告した内容に未定事項がある場合、追加事項がある場合又は変更事項が

ある場合は、確定次第速やかに再報告すること。 

２．第２報以降、追加で記述した部分はアンダーラインを付すこと。 

３．「超過理由」については、行政庁への報告が不祥事件等の発覚した日から１ヶ月

を超えている場合のみ記載すること 
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◎不祥事件とは、組合の役員又は職員が次に掲げる行為を行ったことをいう。 

①組合の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為  

②出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契

約の取締に関する法律に違反する行為 

③金融商品取引法の禁止行為の規定に違反する行為 

④共済契約の締結等に関する禁止行為の規定に違反する行為 

⑤組合の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、当該業務の管理上重大な紛失と

認められる現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失（盗難に遭うこ

と及び過不足を生じさせることを含む。） 

⑥その他組合の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある

行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの 
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参考様式１１（様式第４３号関係） 

 

監査報告書 

 

私たち監事は、    年  月  日から    年  月  日までの第  事

業年度の理事の職務の執行を監査しました。 

その結果について、以下のとおり報告します。 

 

１ 監査の方法及びその内容 

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に

努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本所及び主

要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。 

また、子法人等については、子法人等の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の  

交換を図り、必要に応じて子法人等から事業の報告を受けました。  

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討

しました。 

さらに、会計帳簿等の調査を行い、当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、注

記表、剰余金処分案（損失処理案）及びこれらの附属明細書について検討しました。  

 

２ 監査の結果 

（１）貸借対照表、損益計算書、注記表及びこれらの附属明細書は、組合の財産及び損益

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。  

（２）剰余金処分案（又は損失処理案）は、法令及び定款に適合し、かつ組合の財産の状

況その他の事情に照らし指摘すべき事項は認められません。 

（３）事業報告書及びその附属明細書は、法令及び定款に従い組合の状況を正しく示して

いるものと認めます。 

（４）理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は

認められません。 

 

  年  月  日 

 

                  ○○漁業協同組合 代表監事 ○○ ○○  

                                       監事 ○○ ○○  

監事 ○○ ○○  
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※記入上の留意点 

１．指摘すべき事項がある場合には、その旨とその事実について明瞭かつ簡潔に記載

する。 

【指摘事項がある場合の記載例】 

（５）業務及び会計において、法令及び定款に違反し、かつその他の事情に照ら

して指摘すべき事項が以下のとおり認められます。 

① ○○年○月の役員改選に伴う変更登記について、代表理事の重任登記を

していないことが認められたので、適切に手続きを行う必要があります。  

② ○○年３月末決算の棚卸について、棚卸資産に差異が認められ、さら

に、  棚卸差損として経理処理されていないことが認められたので、規

程を遵守し、適正に処理する必要があります。 

③ 諸規程等の整備状況について、検査日現在で次のとおり不備事項が認め

られたので、すみやかに規程等を整備する必要があります。 

１）「利用及び漁場利用業務規程」第○条及び「製氷冷凍冷蔵業務規程」

第○条における「別に定める料金表」を改訂していないこと。 

２）定款第○条第○項では、職員退職給付引当金に関して「職員退職給付

規程」と規定しているものの、実際には「退職給与規程」を定めて運用

しており、規程の名称が整合していないこと。 

なお、監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由を該

当する項に記載する。 

２．「監査の結果」の記載にあたっては、継続組合の前提に係る事象又は状況、重大

な事故又は損害、重大な係争事件など、組合の状況に関する重要な事実がある場合

には、事業報告書などの記載を確認のうえ、監査報告書に記載すべきかについて検

討し、必要あると認めた場合には記載する。 

３．理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事

実を認めた場合には、その事実を具体的に記載する。 

４．「３ 追記情報」の記載すべき事項としては、①正当な理由による会計方針の変

更、②重要な偶発事象、③重要な後発事象等のうち、監事の判断に関して、説明を

付す必要がある事項又は決算関係書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必

要がある事項である。 

【追記情報がある場合の記載例】 

３ 追記情報 

（１）重要な会計方針に関する注記○に記載のとおり、組合は当事業年度から固

定資産の減損に係る会計基準を適用しておりますが、この変更は会計基準の

改正によるものであり、相当と認めます。 
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参考様式１２（様式第４６号、第４９号及び第５０号関係）  

 

同意する組合員に係る報告書  

 

 

 

１．請求日      年  月  日  

 

 

 

２．請求日現在における組合員の総数に対する同意する組合員の数の割合  

 

組合員の総数  
左のうち同意する  

組合員の数  
同意する組合員の割合  

             

 

 

 

以上のとおり報告します。 

 

  年  月  日 

 

 

請求代表者の所属組合の名称 

                        住所 

                        氏名            

 

 

注）別途同意者名簿を整備しておくこと。 
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参考様式１３（様式第５８号及び第５９号関係）  

 

同意する組合員に係る報告書  

 

 

 

１．請求日      年  月  日  

 

 

 

２．請求日現在における組合員の総数に対する同意する組合員の数の割合  

 

組合員の総数  
左のうち同意する  

組合員の数  
同意する組合員の割合  

             

 

 

 

以上のとおり報告します。 

 

  年  月  日 

 

 

請求代表者の所属組合の名称 

                        住所 

                        氏名            
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参考様式１４（様式第６７号から第６９号関係） 

 

債権者保護に関する手続きについての証明書 

（異議を述べた債権者がいない場合） 

 

 

  年  月  日開催の第  回通常総会における決議による漁業協同組合の合

併について、水産業協同組合法第６９条第４項において準用する同法第５３条第３項の規

定に基づき、別添写しのとおり債権者に対して官報での公告及び○○新聞での広告をした

ところ、所定の期間内に異議を述べた債権者がなかったことに相違ありません。 

 

 

年  月  日 

 

                    組合の名称 

代表者の氏名           

 

 

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

年  月  日 

 

 

                    代表監事の氏名            

 

 

注）「漁業協同組合」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「漁業協同組合連合

会」と、水産加工業協同組合にあっては「水産加工業協同組合」と、水産加工業協同

組合連合会にあっては「水産加工業協同組合連合会」と変更すること。 

また、債権者へ各別に催告を行った場合には、「第５３条第３項」とあるのを「第 

５３条第２項」と、「○○新聞での広告」とあるのを「各別への催告」と変更するこ

と。 

さらに、「第６９条第４項」とあるのを、漁業生産組合にあっては「第８６条第４項

において準用する同法第６９条第４項」と、漁業協同組合連合会にあっては「第９２

条第５項において準用する同法第６９条第４項」と、水産加工業協同組合にあっては

「第９６条第５項において準用する同法第６９条第４項」と、水産加工業協同組合連

合会にあっては「第１００条第５項において準用する同法第６９条第４項」と変更す

ること。 
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連合会の権利義務の包括承継（様式第６９号関係）の場合 

注）漁業協同組合連合会にあっては、「漁業協同組合の合併」とあるのを「漁業協同組合

連合会の権利義務の包括承継」と、「第６９条第４項」とあるのを、「第９１条の２

第２項において準用する同法第６９条第４項」と変更すること。 

なお、水産加工業協同組合連合会にあっては、「漁業協同組合の合併」とあるのを

「水産加工業協同組合連合会の権利義務の包括承継」と、「第６９条第４項」とある

のを、「第１００条第５項において準用する同法第６９条第４項」と変更すること。  

また、債権者へ各別に催告を行った場合には、「第５３条第３項」とあるのを「第  

５３条第２項」と、「○○新聞での広告」とあるのを「各別への催告」と変更する

こと。 
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参考様式１５（様式第６７号から第６９号関係） 

 

債権者保護に関する手続きについての証明書 

（異議を述べた債権者を害するおそれがない場合） 

 

  

  年  月  日開催の第  回通常総会における決議による漁業協同組合の合

併について、別添写しのとおり官報での公告及び○○新聞での広告をしたところ、下記の

者から異議の申し出がありました。 

この債権者の下記の債権については、水産業協同組合法第６９条第４項において準用す

る同法第５４条第２項に基づく弁済期における弁済が確実であり、漁業協同組合の合併を

しても同債権者を害するおそれがないことに相違ありません。 

 

記 

１．債権の概要 

債権者 

債権額               円 

弁済期         年  月  日 

担保の有無 

２．組合の資産状況等 

財産目録及び貸借対照表のとおり 

 

 

年  月  日 

 

                    組合の名称 

代表者の氏名           

 

 

注）「漁業協同組合」とあるのを、漁業協同組合連合会にあっては「漁業協同組合連合

会」と、水産加工業協同組合にあっては「水産加工業協同組合」と、水産加工業協同

組合連合会にあっては「水産加工業協同組合連合会」と変更すること。 

また、債権者へ各別に催告を行った場合には、「○○新聞での広告」とあるのを「各

別への催告」と変更すること。 

さらに、「第６９条第４項」とあるのを、漁業生産組合にあっては「第８６条第４項

において準用する同法第６９条第４項」と、漁業協同組合連合会にあっては「第９２

条第５項において準用する同法第６９条第４項」と、水産加工業協同組合にあっては

「第９６条第５項において準用する同法第６９条第４項」と、水産加工業協同組合連

合会にあっては「第１００条第５項において準用する同法第６９条第４項」と変更す

ること。  
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なお、「弁済期における弁済が確実であり」とあるのを、法第５４条第２項に基づ

く担保の提供を行った場合は、「別添担保提供証明書のとおり、相当の担保を提供

しており」と、信託会社等への財産の信託を行った場合は、「別添信託契約書のと

おり、弁済を目的とした相当財産の信託をしており」と変更すること。 

 

連合会の権利義務の包括承継（様式第６９号関係）の場合 

注）漁業協同組合連合会にあっては、「漁業協同組合の合併」とあるのを「漁業協同組合

連合会の権利義務の包括承継」と、「第６９条第４項」とあるのを、「第９１条の第

２項において準用する同法第６９条第４項」と変更すること。 

なお、水産加工業協同組合連合会にあっては、「漁業協同組合の合併」とあるのを

「水産加工業協同組合連合会の権利義務の包括承継」と、「第６９条第４項」とある

のを、「第１００条第５項において準用する同法第６９条第４項」と変更すること。  

また、債権者へ各別に催告を行った場合には、「○○新聞での広告」とあるのを「各

別への催告」と変更すること。 
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参考様式１６（様式第７６号関係） 

 

清算事務決算報告書 

 

 

清算人は、清算事務の全部を終了したので、その結果を以下のとおり報告します。  

 

１ 清算人は、就任後遅滞なく組合財産の現況を調査のうえ、財産目録及び貸借対照表を

作成し、    年  月  日開催の組合員総会において、その承認を受けた。 

 

２ 清算人は、    年  月  日付け、    年  月  日付け及び     

年  月  日付け官報に公告して組合債権者に対し、債権申し出の催告をし、か

つ    年  月  日知れている債権者に対しては、格別に債権申し出の催告

書を発送し催告を行った。 

 

３ 清算人は、    年  月  日現務の結了、諸債権の取り立て、諸債務の支払い

のすべてを完了し、後記の貸借対照表のとおり、残余財産を換価した。  

同日組合員に対して、その持ち分に応じて、次のとおり残余財産を分配した。  

 

（１）債務の取り立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額  

                                     円 

（２）債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額  

                                     円 

（３）残余財産換価額 

                          円 

（４）組合員への分配額合計 

                       円 

（５）１口あたりの分配額（発行済株式の総数    口）  

        円 

 

以上のとおり報告します。 

 

  年  月  日 

 

組合の住所 

                        名称 

代表清算人の名称        
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最終の貸借対照表（  ○年○月○日） 

資産の部 負債の部 

科目 金額 科目 金額 

現金 

銀行預金 

 

 

 

 

資本金 

当期損失金 

 

合計  合計  

 


